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概要 
魚種の特徴 
〔分類・形態〕 
 タラ目、タラ科に属し、学名は Gadus macrocephalus。頭が大きく、成魚は腹部も大き

い。あごの下にひげが 1 本ある。体は全体的に灰褐色で、背部から腹部にかけてまだら

模様がある。 

 

〔分布〕 
 北部太平洋沿岸に広く見られ、我が国周辺では日本海から東シナ海北部、北日本太平

洋およびオホーツク海に分布する。太平洋北部系群は青森県尻屋崎から茨城県沖に分布

する。 

 

〔生態〕 
 寿命は 8 歳程度。成熟年齢は満 3 歳で 40%程度で、4 歳以上ではほぼ 100%だが、年

による変化がある。夏季から秋季には水深 200m 以深の海域に生息するが、冬季になる

と産卵親魚は水深数十ｍの浅瀬に移動し、雌雄ペアあるいは一尾の雌に数尾の雄が群が

り、砂泥帯に沈性卵を産む。雌は一繁殖期に 1 回産卵し、その産卵数は 79 万（3 歳魚）

～312 万粒（5 歳魚）である。 

 

〔漁業〕 
 主に沖合底びき網漁業で漁獲され、次いではえ縄、小型底びき網漁業による漁獲が多

い。これらの漁業では周年漁獲されているが、冬に接岸する個体を対象にした定置網や

刺網による操業も行われている。満 1 歳ぐらいから漁獲対象となる。 

 沖合底びき網漁業では主に 19 トン型および 65 トン型の船が用いられている。海域に

よって漁法が異なり、襟裳西および尻屋崎海区ではかけまわし、岩手海区では 2 そうび

きもしくはかけまわし、金華山海区～房総海区ではオッタートロールが主体となってい

る。 

 

〔利用〕 
 くせのない白身は利用方法が多い。冬期には鍋や汁の材料として重宝される。また、
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昆布でしめた刺身、フライやホイル焼きなどとしても利用されている。また、素干しし

たものを棒タラとして売る地方もある。生殖腺は精巣（白子）の価値が高く、鍋の具材

に使われる他、さっとゆでたものを大根おろしとポン酢にあえたものは非常に美味であ

る。卵巣はスケトウダラの卵巣（タラコ）に比べると人気は落ちるが、煮付け、醤油漬

けなどで食されている。 

 

資源の状態 
 マダラは東北地方太平洋岸における重要底魚資源であり、毎年トロール調査によって

年齢別資源量が求められ、許容漁獲量（ABC）が産出されている。資源量は 1996～2011
年には 1.3 万～6.6 万トンで推移していたが、震災以降急増し、2014 年には 21 万トンを

超えた。その後やや減少し、2016 年には 16.5 万トンであった。なお、資源評価結果は

公開の会議で外部有識者を交えて協議され、毎年公表されている。 

 

海洋環境と生態系への配慮 
 太平洋北区は農林水産省のプロジェクト研究、水産機構の一般研究課題として長期に

わたり調査が行われている。現在 Ecopath による食物網構造と漁業の生態系への影響評

価が進められている。当該海域における海洋環境及び低次生産、底魚類などに関する調

査は水産機構、関係県の調査船により定期的に実施されている。評価対象漁業について

魚種別漁獲量は把握されているが、混獲非利用種や希少種について漁業から情報収集で

きる体制は整っていない。 

 沖合底びき網漁業の混獲利用種のスルメイカ、スケトウダラのうち、スルメイカは資

源状態が悪かった。はえ縄混獲種のスケトウダラの資源は懸念される状況ではない。混

獲非利用種について、有意な減少傾向が認められたのは 4 種のみであり、対象漁業が混

獲非利用種に深刻な悪影響を与えているとは言えない。はえ縄漁業については情報不足

である。希少種のうち評価対象水域と分布域が重複する種について、両漁法による影響

は軽微であると評価された。 

 食物網を通じた間接作用であるが、生態系モデル Ecopath の解析では捕食者であるア

ブラガレイへの影響は検出されなかった。餌生物のうち、カタクチイワシとマダラの資

源量の間には負の相関関係が見られたががマダラの捕食圧のせいか判断はむずかしい。

混獲種の中でマダラと食性が重複するスルメイカ、スケトウダラ、ヒラメを競争者とし

て CA 評価を行った結果、競争による他資源への影響は検出されなかった。 

 生態系全体への影響に関して、沖合底びき網漁業については、その模規と強度は重篤

な影響を与える範囲とは言えず、当該海域の漁獲物平均栄養段階に大きな定向的な変化
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は認められない。さらに Ecopath での解析でも 1 艘びきオッタートロールとかけまわし

の影響は小さいとされた。はえ縄については、その漁業の規模と強度は重篤な影響があ

るとは言えず、当該海域の栄養段階組成の経年変化からも大きな定向的な変化は認めら

れなかった。 

 海底への影響は、沖合底びき網漁業の漁法別（1 艘びきのオッタートロール、かけま

わし、2 艘びき）に、操業による撹乱の規模、地形・底質から推定した海底面の回復力

および非漁場の面積割合から着底漁業の影響を評価し、さらに調査船データから、多様

度指数の変化を基準として、操業が海底環境へ及ぼす影響を評価し一部に影響があると

された。水質への負荷は軽微であると判断される。大気への影響も軽微と考えられる。 

 

漁業の管理 
 マダラは広域魚種として、TAC 対象魚種に次いで漁獲量が多く、広範囲にわたり生息

し、国民生活上又は漁業上重要な魚種として挙げられ（国作成資源管理指針）、次期 TAC
魚種候補として説明されている。本海域のマダラは沖合底びき網漁業で漁獲され、自由

漁業である岩手県のはえ縄漁業でも漁獲されている。共同管理については、太平洋北部

沖合性カレイ類資源回復計画の保護区の設定等措置に引き続き取り組んでいる等のた

め、比較的高く評価した。 

 

地域の持続性 
 マダラ太平洋北部は、沖合底びき網漁業（青森県、岩手県、宮城県、福島県）、その

他のはえ縄漁業（岩手県）で多くが獲られている。収益率のトレンドは低く、漁業関係

資産のトレンドも低位であった。経営の安定性は、収入の安定性、漁獲量の安定性は中

程度で、漁業者組織の財政状況は高位であった。操業の安全性、地域雇用への貢献は高

かった。各県とも水揚げ量が多い拠点産地市場がある一方、中規模市場が分散立地して

いる。買受人は各市場とも取扱量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取

引による競争原理は概ね働いている。卸売市場整備計画により衛生管理は徹底されてい

る。大きな労働災害は報告されておらず、本地域の加工流通業の持続性は高い。先進技

術導入と普及指導活動は行われており、物流システムも整っていた。水産業関係者の所

得水準は高い。青森県・岩手県、宮城県では伝統的な料理法が数多く伝えられている。 

 

健康と安全・安心 
 マダラには、タウリンが多く含まれている。タウリンは、アミノ酸の一種で、動脈硬

化予防、心疾患予防などの効果を有する。旬は 12 月～2 月である。 



 
 

4 

 また、肝臓に含まれる肝油にはビタミン A と D が多い。ビタミン A は、視覚障害の

予防に効果があり、ビタミン D は骨の主成分であるカルシウムやリンの吸収に関与し

ている。 

 利用に際しての留意点は、生食時のアニサキス感染防止である。アニサキスは、魚の

死後時間経過に伴い内臓から筋肉へ移動するため、生食には新鮮な魚を用いること、内

臓の生食はしない、冷凍・解凍したものを刺身にするなどの方法で防止する。また、鮮

度低下が早く、臭気の発生や冷凍保管中の劣化が起こりやすいため、取り扱いには気を

つける。 

  



 
 

5 

1．資源の状態 

概要 

対象種の資源生物研究・モニタリング（1.1） 

 マダラは産業重要種であり、資源生態に関する調査研究は古くから積極的に進められ

てきた。系群分け、年齢・成長、成熟・産卵および初期生残に関する知見は、学術論文

や報告書として豊富に蓄積されており、資源評価の基礎情報として利用可能である

（1.1.1 4 点）。漁獲量・努力量データの収集、定期的な科学調査、漁獲実態のモニタリ

ングも毎年行われている（1.1.2 4 点）。このように定期的に収集される漁業データ、科

学調査データに基づき、年齢別漁獲尾数が推定されている（1.1.3.1 5 点）。 

 

資源の水準・動向（1.2） 

 トロール調査によって求めた 1996 年以降の資源量を基に、資源を高位、中位および

低位に区別している。2016 年の資源量は過去 3 番目に多いことから、高位水準にある

と考えられる。また、 近 5 年間（2012～2016 年）の傾向で見ると、増加していること

から動向は増加であると考えられる。 

 

漁業の影響（1.3） 

 東日本大震災以前は漁獲圧が高く、特に 1 歳魚に対する漁獲圧が非常に高かった。そ

のため、個体群は 1,2 歳魚の若齢魚中心に構成されていた。震災後に成育場周辺海域で

の漁獲圧が大きく減少したこともあり、年齢構成が変化し、2～4 歳の割合が高くなり、

資源が増加した。そのため、若齢魚に対する漁業の影響は大きいと考えられる。 

 

評価範囲 

① 評価対象魚種の漁業と海域 
 太平洋北区では、2011～2015 年における沖合底びき網漁業の漁獲量は、全体の 62～
81%を占める（成松ら 2017）。沖底統計資料によれば漁場は尻屋崎～房総海区で、特に

岩手海区、金華山海区の漁獲量が多い（服部 2017）。 
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② 評価対象魚種の漁獲統計資料の収集 
 統計資料については、「我が国周辺水域の漁業資源評価」においてマダラの漁獲統計

が収集されている。また、農林水産統計では、県別の漁獲データ示され、沖合底びき網

漁業統計資料では、海区別、時期別の漁獲データが記載されている(服部 2017)。 

 

③ 評価対象魚種の資源評価資料の収集 
 水産庁の我が国周辺水域漁業資源評価等推進事業の一環として、水産機構が都府県の

水産試験研究機関等と共同して実施した調査結果をもとに資源評価が実施され、その結

果の報告は「我が国周辺水域の漁業資源評価」として印刷・公表されている。 

 

④ 評価対象魚種を対象とする調査モニタリング活動に関する資料の収集 
 評価対象魚種について行われている、モニタリング調査に関する論文・報告書を収集

する。 

 

⑤ 評価対象魚種の生理生態に関する情報の集約 
 評価対象魚種について行われている、生理生態研究に関する論文・報告書を収集する。 
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1.1 対象種の資源生物研究・モニタリング・評価手法 

1.1.1 生物学的情報の把握 
 資源の管理や調査を実行するためには生活史や生態など対象魚種の生物に関する基

本的情報が不可欠である（田中 1998）。対象魚種の資源状況を 1.2 以降で評価するため

に必要な、生理・生態情報が十分蓄積されているかどうかを、1.1.1.1～1.1.1.3 の 3 項目

について評価する。評価対象となる情報は、①分布と回遊、②年齢・成長・寿命、③成

熟と産卵である。個別に採点した結果を単純平均して総合得点を算出する。 

1.1.1.1 分布と回遊 
 マダラ太平洋北部系群は尻屋崎から銚子に至る海域に分布する群れの総称であり、北

海道太平洋岸や陸奥湾の群れとは別個の独立した系群であると考えられている（菅野ほ

か 2001）。冬期に生まれた個体は数ヶ月間の浮遊生活を経て 6 月頃に水深 100m 以浅の

海域に着底する（Narimatsu et al. 2015a）。水温が上昇する夏期になると深場への移動を

開始し、10 月頃には水深 200m 以深の海域に分布するようになる。水温が低下する 2～
6 月には一部の個体が沿岸域に移動し、水深 40～500m のエリアに広く分布する

（Narimatsu et al. 2015b）。また、成熟した個体は 1～3 月に仙台湾や八戸沖などの沿岸域

に移動し、砂泥底のエリアで産卵を行う。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる

情報はない 

生活史の一部の

ステージにおい

て、把握され、

十分ではない

が、いくつかの

情報が利用でき

る 

生活史のほぼ

全てのステー

ジにおいて把

握され、資源

評価に必要な

低限の情報

がある 

生活史の一部のス

テージにおいて、

環境要因による変

化なども含め詳細

に把握され、精度

の高い情報が利用

できる 

生活史のほぼ全て

のステージにおい

て、環境要因など

による変化も詳細

に含め把握され、

精度の高い十分な

情報が利用できる 

 

1.1.1.2 年齢・成長・寿命 
 年齢は耳石を薄片化することによって調べられている（服部ほか 1992）。ふ化仔魚の

体長が小さいこともあり、ふ化後 100 日ごろまでの成長はあまり早くない（Narimatsu et 
al. 2007）。1 歳以降の成長が特に早く、1 歳では 18cm80g のものが、3 歳では 47cm1.7kg
に成長する。寿命は 8 歳程度と考えられ、寿命近くでは体長 90cm、体重 10kg 以上に達

する（成松ほか 2017）。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情

報はない 

対象海域以外

など十分では

ないが、いく

つかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な 低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握され

精度の高い十分な情

報が利用できる 
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1.1.1.3 成熟と産卵 
 満 3 歳から成熟するが、満 3 歳魚の成熟率には年変化が大きく、加入が多い年級では

成熟率が低くなる傾向がある（Narimatsu et al. 2010）。4歳以上の個体の多くは成熟する。

また、50%成熟体長は 48～52cm 程度である。卵サイズや体重あたりの卵数には年齢差

があり、高齢の個体の方が卵は大きく、体重あたりの卵数も多い（成松 2010）。以上よ

り 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

対象海域以外な

ど十分ではない

が、いくつかの

情報が利用でき

る 

対象海域におい

てある程度把握

され、資源評価

に必要な 低限

の情報が利用で

きる 

対象海域に

おいてほぼ

把握され、

精度の高い

情報が利用

できる 

対象海域において

環境要因などの影

響も含め詳細に把

握され精度の高い

十分な情報が利用

できる 

 

1.1.2 モニタリングの実施体制 
 資源生物学的情報を収集するためのモニタリング調査は対象魚種の把握並びに資源

管理の実施において多数の有益な情報を得ることができる。モニタリング体制としての

項目並びに期間について、1.1.2.1～1.1.2.4 の 4 項目において資源評価の実施に必要な情

報が整備されているかを評価する。評価対象となる情報は、①科学的調査、②漁獲量の

把握、③漁獲実態調査、④水揚物の生物調査、である。個別に採点した結果を単純平均

して総合得点を算出する。ここで言う期間の長短とは、動向判断に必要な 5 年間または、

3 世代時間（IUCN 2014）を目安とする。 

1.1.2.1 科学的調査 
 資源量を求めるための秋季のトロール調査（底魚類資源量調査）、1 歳魚や 0 歳魚の

加入量を調べるための調査が行われており、それぞれの年級の資源状態や成長に伴う減

少過程が把握されている。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

調査なし 対象種の生息

範囲において

過去に実施し

たことがある 

対象種の生

息範囲にお

いて不定期

に実施して

いる 

対象種の生息範囲に

おいて定期的に実施

しており、資源のい

くつかの項目の経年

変化が把握できる 

対象種の生息範囲に

おいて定期的に実施

しており、資源の多

数の項目の経年変化

が把握できる 
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1.1.2.2 漁獲量の把握 
 漁法別の漁獲量データ収集のため、各県が市場の漁獲量を集計している。これに加え

て、沖合底びき網漁業の漁獲統計資料、農林統計などにより海区別、県別の漁獲データ

が集計されている。全漁業種の漁獲量は増減を繰り返しながらも増加傾向にある。2013
～2015 年の漁獲量は 2.4～3.1 万トンで、過去 高水準である。以上より 5 点を配点す

る。 

図 1.1.2.2 漁業種類別漁獲量の推移 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁獲量は不

明である 

一部の漁獲量

が短期間把握

できている 

一部の漁獲量が長期間

把握できているが、総

漁獲量については把握

できていない 

総漁獲量が

短期間把握

できている 

総漁獲量が長期

間把握できてい

る 

 

1.1.2.3 漁獲実態調査 
 主要業法である沖合底びき網漁業の海域別、時期別漁獲努力量および漁獲量が詳細に

冊子にまとめられている（服部 2017）。また、その概要は毎年発行される資源評価報告

書に示されている（成松ほか 2017）。太平洋北区の沖合底びき網漁業の網数は長期的に

減少傾向にあり、震災以降も減少傾向にある。以上より 4 点を配点する。 
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図 1.1.2.3 沖合底びき網漁業の網数の推移 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

分布域の一部に

ついて短期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる短期

間の情報が利用

できる 

分布域の一部に

ついて長期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 

 

1.1.2.4 水揚物の生物調査 
 2000 年頃から月別体長・体重・年齢・成熟データ収集のための調査が東北太平洋岸の

各県および東北水研で行われている（成松ほか 2017）。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

分布域の一部に

ついて短期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる短期

間の情報が利用

できる 

分布域の一部に

ついて長期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 

 

1.1.3 資源評価の方法と評価の客観性 
 資源評価は、漁業が与える影響に対し漁獲生物資源がどのように変化したか、ま

た、将来の動向を予測するため、漁獲統計資料や各種の調査情報を収集解析すること

であり、資源（漁業）管理のための情報として非常に重要である（松宮 1996）。資源

評価方法、資源評価結果の客観性の 1.1.3.1、1.1.3.2 の 2 項目で評価する。 

 

1.1.3.1 資源評価の方法 
 毎年行っているトロール調査によって年齢別資源重量を求め、資源量の推定を行って

いる。また、年齢別漁獲尾数の結果を基に、各年の年齢別の生残率を求める。さらにそ

の結果と寿命から推定した自然死亡係数の結果から、各年の年齢別の漁獲死亡係数を求

めている。以上より評価手法 4 により判定し、5 点を配点する。 
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評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① . . . 単純な現存量推

定の経年変化に

より評価 

詳細に解析した現

存量推定の経年変

化により評価 

② . . 単純なCPUEの

経年変化によ

り評価 

詳細に解析した

CPUEの経年変化

により評価 

. 

③ . 一部の水揚げ地の

漁獲量経年変化の

みから評価また

は、限定的な情報

に基づく評価 

漁獲量全体の

経年変化から

評価または、

限定的な情報

に基づく評価 

. . 

④ . . . 調査に基づき資

源評価が実施さ

れている 

精度の高い調査に

基づき資源評価が

実施されている 

⑤ 資源評価無 . . . . 

 

1.1.3.2 資源評価の客観性 
 水産庁の我が国周辺水域漁業資源評価等推進事業の参画機関である、国立研究開発法

人水産研究・教育機構および都道府県の水産試験研究機関等は、解析およびデータを資

源評価検討の場であるブロック資源評価会議前に公開しており、資源評価の翌年度まで

にデータを含めた評価結果を水産庁のホームページにて公開している。報告書作成過程

では、複数の有識者による助言協力を仰ぎ、有識者の意見を考慮した修正がブロックの

資源評価会議でなされる。資源評価への関心が高まっていることを踏まえ、マダラ太平

洋北部系群の資源評価案が議論される東北ブロック資源評価会議は公開であり、一般傍

聴を受け付けると共に、パブリックコメントも実施している。データや検討の場が公開

されており、資源評価結果について外部査読が行われていることから、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

データや検討の

場が非公開であ

り、報告書等の

査読も行われて

いない 

. データや検討の場が条

件付き公開であり、資

源評価手法並びに結果

については内部査読が

行われている 

. データや検討の場が

公開されており、資

源評価手法並びに結

果については外部査

読が行われている 

 

1.2 対象種の資源水準と資源動向 

1.2.1 対象種の資源水準と資源動向 
 資源評価から得られる水準と動向の情報は、対象資源の生物学的側面にとどまらず、

社会、経済にも直結する重要な情報である。このため、資源評価結果から得られる資源
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水準と動向については単一項目として評価する。我が国では ABC 算定のための基本規

則を制定し、資源水準と動向を組み合わせた資源評価を実施してきた（水産庁・水産総

合研究センター 2016）。本評価では、同規則に従い対象資源の資源水準（高位、中位、

低位）と動向（増加、横ばい、減少）の組み合わせより、資源状態を評価する。ここで、

資源水準とは、過去 20 年以上にわたる資源量（漁獲量）の推移から「高位・中位・低

位」の 3 段階で区分したもの、動向とは資源量（資源量指数、漁獲量）の過去 5 年間の

推移から「増加・横ばい・減少」に区分したものと定義する。 

 トロール調査によって求めた 1996 年以降の資源量を基に、資源を高位、中位および

低位に区別している。2016 年の資源量は過去 3 番目に多いことから、高位水準にある

と考えられる。また、 近 5 年間（2012～2016 年）の傾向で見ると、増加していること

から動向は増加であると考えられる。以上より 5 点を配点する。 

図 1.2.1 資源量と水準線 

1点 2点 3点 4点 5点 

低位・減少 

低位・横ばい 

判定不能、不明 

低位・増加 

中位・減少 

中位・横ばい 高位・減少 

中位・増加 

高位・増加 

高位・横ばい 

 

1.3 対象種に対する漁業の影響評価 

1.3.1 現状の漁獲圧が対象資源の持続的生産に及ぼす影響 
 震災以降漁獲圧は低下しており、また現在の資源も多くの年齢によって構成されるな

ど、資源状態は良い。そのため、現在の加入と漁獲圧が続く場合でも資源は大きく減少

しないことがシミュレーションによって示されている。以上より評価手法 2 により判定
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し、4 点を配点する。 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① Bcur ≦ Blimit 

Fcur ＞ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 

Fcur ＞ Flimitまたは 

Bcur ≦ Blimit 

Fcur ≦ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 

Fcur ≦ Flimit 

② Ccur ＞ ABC . . Ccur ≦ ABC . 

③ 漁業の影響が大きい . 漁業の影響が小さい . . 

④ 不明、判定不能 . . . . 

 

1.3.2 現状漁獲圧での資源枯渇リスク 
 図 1.3.2 に示すように、加入量が近年と同様に推移し現状の漁獲圧で漁獲を続けた場

合には、漁獲量、資源量とも 2021 年にピークを迎え、それぞれ 4.3 万トン、18.5 万トン

となる。その後減少するものの減少ペースは緩やかで、6 年後の 2023 年でも漁獲量、資

源量および親魚量は 2017 年を上回ると推定されることから、資源枯渇リスクは低いと

判断される。以上より評価手法 2 により判定し、4 点を配点する。 

図 1.3.2 各漁獲シナリオに基づく、資源量の将来予測 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

. 資源枯渇リスク

が中程度と判断

される 

. 資源枯渇リスク

がほとんど無い

と判断される 

②③ 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

資源枯渇リスク

が中程度と判断

される 

. 資源枯渇リスク

が低いと判断さ

れる 

. 

④ 判定していない . . . . 
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1.3.3 資源評価結果の漁業管理への反映 
 資源評価は、それ自体が 終的な目的ではなく、資源管理、漁業管理のための情報を

増大させる一環として位置づけられる（松宮 1996）。漁業管理方策策定における資源評

価結果の反映状況を、規則と手続きの視点から評価する。 

1.3.3.1 漁業管理方策の有無 
 資源評価は行われており、現在の資源状態と資源状態に対する適切な管理方策に関す

る議論は外部有識者も交えて行われているが、漁業管理には反映されていない。以上よ

り 2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業制御規則は

ない 

漁獲制御規則がある

が、漁業管理には反

映されていない 

. . 漁獲制御規則があり、

資源評価結果は漁業管

理に反映されている 

 

1.3.3.2 予防的措置の有無 
 我が国の資源管理のための漁獲方策（harvest control rule）では、管理基準設定に際し

不確実性を考慮した管理基準が設定されているが、現状の管理には反映されていない。

以上より 2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

予防的措置は考

慮されていない 

 . . 予防的措置は考

慮されている 

 

1.3.3.3 環境変化が及ぼす影響の考慮 
 水温と加入量との関係は示されており、着底期に高水温である年には加入は少ない

（Shimizu and Narimatsu 2009）。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

環境変化の影

響について

は、調べられ

ていない 

環境変化の影響が

存在すると思われ

るが、情報は得ら

れていない 

環境変化の影響

が存在するが、

全く考慮されて

いない 

環境変化の影響

が把握され、一

応考慮されてい

る 

環境変化の影響

が把握され、十

分に考慮されて

いる 

 

1.3.3.4 漁業管理方策の策定 
 資源評価結果は、水産庁ならびに各県の定める資源管理指針へ反映されている。管理

指針は内部関係者の検討により策定されていると判断されることから、3点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

外部専門家や利害関係者

の意見は全く取り入れら

れていない、または、資

源評価結果は漁業管理へ

反映されていない 

. 内部関係者の検

討により、策定

されている 

外部専門家を

含めた検討の

場がある 

外部専門家や利

害関係者を含め

た検討の場が機

能している 

 

1.3.3.5 漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU 漁業などの考慮 
 一部海域で遊漁船による遊漁が行われているが、遊漁による漁獲の実態は把握されて

いない。以上より 1 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

遊漁、外国漁

船、IUUなど

の漁獲の影響

は考慮されて

いない 

遊漁、外国漁船、

IUUなどの漁獲を

考慮した漁業管理

方策の提案に向け

た努力がなされて

いる 

遊漁、外国漁

船、IUUなどの

漁獲を一部に考

慮した漁業管理

方策の提案がな

されている 

遊漁、外国漁

船、IUUなどの

漁獲を十分に考

慮した漁業管理

方策の提案がな

されている 

遊漁、外国漁

船、IUUなどの

漁獲を完全に考

慮した漁業管理

方策の提案がな

されている 
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2．海洋環境と生態系への配慮 

概要 

生態系情報・モニタリング（2.1） 

太平洋北区はマイワシ、マサバ等浮魚鍵種の生育場であるため、農林水産省のプロジ

ェクト研究、および水産機構の一般研究課題として長期にわたり調査が行われている。

現在 Ecopath による食物網構造と漁業の生態系への影響評価が進められている（2.1.1 

4 点）。当該海域における海洋環境及び低次生産、底魚類などに関する調査は水産機構、

関係県の調査船により定期的に実施されている（2.1.2 5 点）。沖合底びき網漁業から

は漁獲成績報告書が提出されており、はえ縄の魚種別漁獲量も把握されているが、両漁

業とも混獲非利用種や希少種について、漁業から情報収集できる体制は整っていない

（2.1.3 3 点）。 

 

同時漁獲種（2.2） 

 沖合底びき網漁業の混獲利用種のスルメイカとスケトウダラのうち、スルメイカ冬季

発生系群は資源状態が悪かった。はえ縄ではスケトウダラが混獲されているが、資源は

懸念される状態にはない（2.2.1 沖底 3 点、はえ縄 4点、総合 3点）。沖底の混獲非利

用種と考えられる多数の種のうち、現存量が全漁獲物の 5%以上となる 22 種の経年変化

をみると、有意な減少傾向を示したのは 4種のみであり、対象漁業が混獲非利用種に深

刻な悪影響を与えているとは言えない。はえ縄漁業については、情報不足であった

（2.2.2 沖底 4点、はえ縄 1点、総合 3点）。希少種のうち評価対象水域と分布域が重

複する種は、アカウミガメ、ヒメウ、ヒメクロウミツバメ、コアジサシ、カンムリウミ

スズメ、コアホウドリ、セグロミズナギドリ、アホウドリ、オオアジサシであるが、は

え縄のアカウミガメでリスクが中程度と判断されたことを除けば、両漁法による希少種

への影響は軽微であると考えられる（2.2.3 沖底 4点、はえ縄 4点）。 

 

生態系・環境（2.3） 

 捕食者へは生態系モデル Ecopathの解析では大型のマダラによる小型マダラへの影響

は小さく、小型のマダラのアブラガレイへの影響は検出されなかった（2.3.1.1 5 点）。

餌生物であるスケトウダラ、カタクチイワシ、キチジ、マサバ、イトヒキダラのうち、

カタクチイワシとマダラの資源量の間には負の相関関係が見られたが、マダラの捕食圧

のせいか判断はむずかしい（2.3.1.2 3 点）。沖底、はえ縄の混獲種の中で食性が重複す

るスルメイカ、スケトウダラ、ヒラメを競争者として CA 評価を行った結果、競争によ



 
 

18 

る他資源への影響は検出されなかった（2.3.1.3 4 点）。 

 沖合底びき網漁業について、漁業の模規と強度は重篤な影響がある範囲とは言えず、

当該海域の漁獲物平均栄養段階に大きな定向的な変化は認められない。さらに Ecopath
での解析でも、1艘びきオッタートロールとかけまわしの影響は小さいとされた（2.3.2

沖底 4 点）。はえ縄について、漁業の規模と強度は重篤な影響があるとは言えず、当該

海域の栄養段階組成の経年変化からも大きな定向的な変化は認められなかった（2.3.2

はえ縄 4点）。 

 沖合底びき網漁業について、漁法別（1艘びきのオッタートロール、かけまわし、2艘

びき）に、操業による撹乱の規模、地形・底質から推定した海底面の回復力および非漁

場の面積割合から着底漁業の影響を評価し、さらに調査船データから、多様度指数の変

化を基準として、操業が海底環境へ及ぼす影響を評価し 3漁法の漁獲量で重み付けして

平均を求めた結果、一部に影響があると判断された（2.3.3）。はえ縄は着底漁具ではな

い（2.3.3 沖底 4 点、はえ縄 5 点、総合 4 点）。対象漁業からの水域への排出物は適切

に管理されており、水質環境への負荷は軽微であると判断される（2.3.4 沖底、はえ縄 

4 点）。沖合底びき網 1艘びきの漁獲量 1トンあたりの CO2排出量を他の漁業種類と比べ

ると、低い（2.3.5 沖底 4 点）。はえ縄は漁具を曳航する漁法ではないため、沖底より

さらに CO2排出量は少なく、影響は軽微と考えられる（2.3.5 はえ縄 4点）。 

 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 

 農林水産統計によれば、2016 年の太平洋北区におけるマダラ漁獲量は 15,825 トンで

あるが、漁業種類別にみると（市町村別結果からの積算集計）沖合底びき網 1艘びきが

46％、はえ縄が 22％、沖合底びき網 2艘びきが 17％であり、この 3漁法で 75％を越え

る。よって、評価対象漁業は沖合底びき網 1艘びき、はえ縄、沖合底びき網 2艘びきと

する。 

 

② 評価対象海域の特定 

我が国周辺のマダラはその資源構造より、太平洋北部系群、北海道系群、日本海系群

に分けられているが、ここでは太平洋北部系群の分布域である太平洋北区を対象海域と

する。 
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③ 評価対象漁業と生態系に関する情報の集約と記述 

1) 漁具，漁法 

・沖合底びき網 1艘びき 

太平洋北区の 1艘びきにはオッタートロールとかけ回しがある。水産機構・東北区水

産研究所編集の 2015 年版太平洋北区沖合底びき網漁業漁場別漁獲統計資料（服部 2017）

によれば、小海区の金華山（北緯 38～39º）、常磐（北緯 36.5～38 º）、房総（北緯 36.5º

以南）はオッタートロールでマダラが漁獲されている。オッタートロールの網口は茨城

県沿岸海域では 20m 程度。曳網速度は、鳥取県の試験操業例では 2.6～3.2 ノット（倉

長ほか 1999）、1回の曳網時間は宮城県の板びき網の例では凡そ 2時間（金田 2005）

である。 

1艘びきのかけまわしは小海区の尻屋崎（北緯40.5～41.5º）、岩手沖（北緯39～40.5º）

でマダラを漁獲している。かけまわし漁業は、海面に投入した浮標を起点にロープ、網、

ロープの順で三角形を描くように投入しながら起点の樽に戻り網をたぐり寄せる漁法

である。片方のロープ長は北海道の例では 2,200～2,400ｍである（金田 2005）。 

・はえ縄 

北海道のたらはえ縄の例では漁場の水深 200～250m、幹縄の長さ 6,800m、針の数

4,000 本、漁期は 4～12 月である（北海道立総合研究機構 2018） 

・沖底 2艘びき 

小海区の岩手沖では 2艘びきでマダラが漁獲されている。 

水産機構・開発調査センターによれば、2そうのひき網漁船の間隔は 500～650m、曳き

綱の長さは 1,350～1,450m、袖網・身網・コッドエンドの合計は 96m である（水産機

構・開発調査センター 2018）。曳網時間は岩手県の例では 4時間である（松浦 

2004）。 

 

2) 船サイズ，操業隻数，総努力量 

・沖底 1艘びき  船サイズ：15.25～160 トン、操業隻数：88 隻 

有漁網数：34,261 回／年（2016 年）（成松 私信） 

・はえ縄  不明 

・沖底 2艘びき  船サイズ：75 トン、操業隻数：5ヶ統 

総努力量：有漁網数 2,605 回／年（2016 年）（成松 私信） 
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3) 主要魚種の年間漁獲量 

2016 年の農林水産統計（市町村別結果からの積算集計）によれば、太平洋北区における

魚種別漁獲量で上位に来る種は以下の通りである。上位は多獲性浮魚類が占め、所謂底

魚類としては、8位にマダラ、11 位にスケトウダラなどが入っている。さめ類、かれい

類などの種組成は不明である。 

 
漁獲量(t） 漁獲量比（％） 

さば類 216,993 35   

マイワシ 135,756 22   

サンマ 39,753 6.4 

スルメイカ 25,655 4.1 

さめ類 19,586 3.2 

カツオ 19,294 3.1 

オキアミ 16,498 2.6 

マダラ 15,825 2.7 

さけ類 12,934 2.1 

メバチ 12,545 2.0 

スケトウダラ 11,809 1.9 

キハダ 8,826 1.4 

ぶり類 8,559 1.1 

ビンナガ 6,817 1.4 

かれい類 6,138 1.0 

 

4) 操業範囲：大海区，水深範囲 

・沖底 1艘びき  太平洋北区、水深 100～500m 

・はえ縄  太平洋北区、水深 100～500m 

・沖底 2艘びき  太平洋北区、水深 200～500m 

 

5) 操業の時空間分布 

・沖底 1艘びき  7～8 月を除く周年、青森県沖、宮城県～茨城県沖 

・はえ縄  周年、青森県～茨城県沖 

・沖底 2艘びき  7～8 月を除く周年、岩手県沖 

沖底については、（服部 2017）から漁業種類別・小海区別に月別の有漁漁区（10 分升

目）数を計数すると以下の通りである。 

  １そうかけまわし 2そう 1そうオッタートロール 

月 尻屋崎 岩手沖 金華山 常磐 房総 

1 10 3 17 19 7 7 

2 9   13 24 15 6 

3 12 2 13 30 23 10 

4 11 5 17 26 22 9 
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5 11 4 20 24 19 5 

6 9 4 18 26 19 5 

7             

8             

9 8 5 13 12 10 1 

10 10 5 15 17 14 2 

11 10 3 13 14 11 5 

12 11 6 12 18 14 6 

 

6) 同時漁獲種 

2016 年農林水産統計（市町村別結果からの積算集計）による、太平洋北区における沖

合底びき網 1艘びき、はえ縄、沖合底びき網 2艘びきでの漁獲量上位の魚種は以下に示

す通りである。 

 沖合底びき網 1艘びき 
 

漁獲量（t） 漁獲量比（％） 

マダラ 7,247 23  

スルメイカ 6,397 20  

スケトウダラ 6,243 20  

かれい類 1,544 4.9 

さめ類 487 1.6 

たこ類 419 1.3 

ヒラメ 345 1.1 

キチジ 301 1.0 

漁獲量計 31,353 
 

比率累計 
 

72.9 

 

はえ縄 
 

漁獲量(t） 漁獲量比（％） 

マダラ 3,470 70  

さめ類 517 10  

スケトウダラ 325 6.6 

さけ類 175 3.5 

かれい類 112 2.3 

漁獲量計 4,956 
 

比率累計 
 

92.4 

 

沖合底びき網 2艘びき 
 

漁獲量(t） 漁獲量比（％） 

スケトウダラ 5,150 44  

スルメイカ 3,180 27  

マダラ 2,693 23  

かれい類 164 1.4 

キチジ 159 1.3 
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漁獲量計 11,811 
 

比率累計 
 

96.7 

マダラ、スケトウダラなど一般的に底魚とされる魚種が多いが、回遊性の資源である

スルメイカが 2位であった。かれい類、さめ類の種組成は不明である。また、上記の統

計にはないが、イトヒキダラ、イバラヒゲ、エゾイソアイナメ、ケガニ、テナガダラ、

ババガレイ、ヒレグロ、ホッコクアカエビ、ミギガレイなども混獲され、利用されてい

る。 

 

混獲非利用種：水産機構・東北区水産研究所の若鷹丸による調査によれば、イラコア

ナゴ、エイ類、カジカ類、カニ類、カラフトソコダラ、カンテンゲンゲ、ギス、ゴコ

ウハダカ、コヒレハダカ、シロゲンゲ、セッキハダカ、ソウハチ、ソコダラ類、トド

ハダカ、ナガハダカ、ネズミギンポ、ハダカイワシ類、ハナソコダラ、ヒモダラ、フ

ジクジラ、マメハダカ、ムネダラなどがトロールによって採集されることから、これ

らが底びき網での混獲非利用種と考えられる。 

 

7) 希少種 

 環境 2017 年レッドデータブック掲載種の中で、生息環境が太平洋北区と重複する動

物は以下の通りである（環境省 2017）。 

爬虫類  アカウミガメ（EN） 

鳥類  ヒメウ（EN）、ヒメクロウミツバメ（VU）、コアジサシ（VU）、カンムリウミス

ズメ（VU）、コアホウドリ（EN）、セグロミズナギドリ（EN）、アホウドリ（VU）、

オオアジサシ（VU） 

マダラを対象とする操業は海洋底層で行われているため、淡水・汽水魚は除外した。 
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2.1 操業域の環境・生態系情報，科学調査，モニタリング 

2.1.1 基盤情報の蓄積 

評価対象水域である太平洋北区は、沿岸は親潮域、黒潮・親潮続流域からなる生産性

の高い水域である。当該海域はマイワシ、マサバ等浮魚鍵種の生育場であるため、海洋

環境、生態系などについて、農林水産省の大型別枠研究、委託プロジェクト研究、およ

び水産機構の一般研究課題として長期にわたり調査が行われている。現在 Ecopath によ

る食物網構造と漁業の生態系への影響評価が進められている。よって 4点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

 部分的だが利

用できる情報

がある 

リスクベース

評価を実施で

きる情報があ

る 

現場観測による時系列デ

ータや生態系モデルに基

づく評価を実施できるだ

けの情報が揃っている 

 

2.1.2 科学調査の実施 

当該海域における海洋環境及び低次生産などに関する調査は、水産機構の調査船若鷹

丸（692 トン）により毎年実施されている。底魚類についても、若鷹丸により長年調査

が行われており、平成 28 年については、底魚類資源量調査を始め 5航海延べ 67 日に亘

り調査が行われた（水産機構 東北区水産研究所 2016）。よって 5点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

科学調査は実施

されていない 

 海洋環境や生態系

について部分的・

不定期的に調査が

実施されている 

海洋環境や生態系

に関する一通りの

調査が定期的に実

施されている 

海洋環境モニタリン

グや生態系モデリン

グに応用可能な調査

が継続されている 

 

2.1.3 漁業活動を通じたモニタリング 

評価対象漁業である沖合底びき網漁業は、指定漁業であり、漁獲成績報告書の提出が

義務づけられている。漁獲成績報告書は、水産機構・東北区水産研究所が集計し、公立

の試験研究機関等でも把握できる体制にある。しかし漁獲成績報告書に記載されない混

獲非利用種や希少種について、漁業から情報収集できる体制は整っていない。はえ縄に

ついても魚種別漁獲量は把握されているが、混獲非利用種、希少種については不明であ

る。したがって両漁業とも 3点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業活動から情

報は収集されて

いない 

 混獲や漁獲物

組成等につい

て部分的な情

報を収集可能

である 

混獲や漁獲物組

成等に関して代

表性のある一通

りの情報を収集

可能である 

漁業を通じて海洋環境

や生態系の状態をモニ

タリングできる体制が

あり、順応的管理に応

用可能である 
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2.2 同時漁獲種 

2.2.1 混獲利用種 

・沖合底びき網 1 艘びき 

「評価範囲③6」より、全漁獲量に対し漁獲量比率が便宜的に 5％を超えているスルメ

イカ、スケトウダラを混獲利用種とする。表 2.2.1a, b に示した資源状態から判断した

各混獲利用種に対するスコアを魚種別の漁獲量で重み付け平均すると 3.2 となる。スル

メイカの資源状態が懸念されるため 3点とする。 

・はえ縄 

「評価範囲③6」より、全漁獲量に対し漁獲量比率が便宜的に 5％を超えている魚種は

さめ類、スケトウダラであるが、さめ類は底はえ縄で漁獲するマダラと異なり、浮はえ

縄での漁獲と考えられるため除外する。表 2.2.1b に示した資源状態から判断したスケ

トウダラに対するスコアは、4である。現状では懸念される状況でないため、はえ縄は

4点とする。 

・沖合底びき網 2 艘びき 

「評価範囲③6」より、全漁獲量に対し漁獲量比率が便宜的に 5％を超えているスケト

ウダラ、スルメイカを混獲利用種とする。表 2.2.1a, b に示した資源状態から判断した

各混獲利用種に対するスコアを、魚種別の漁獲量で重み付け平均すると 3.2 点となる。

スルメイカの資源状態が懸念されるため、3点とする。 

 以上の結果を漁獲量で重み付け平均して、3 点とする(2016 年の当該海域における漁

獲量比: 沖合底びき網 1艘びき 54%、はえ縄 26%、沖合底びき網 2艘びき 20%)。 

表 2.2.1a スルメイカ冬季発生系群 

構成 測定基準 スコア 問題と摘要 データの出典 

対象種

に対す

る漁業

の影響

評価 

資源水準と動

向の評価 

1 漁獲量・努力量・調査船調査結果等から標準化

した資源量指標値に基づき各年の資源尾数が

1979年から推定されている。当該解析手法につ

いては複数の外部有識者（大学の専門家）によ

るチェックを毎年受けることで客観性を担保し

ている。1979 年～2016年までの38 年間の 高

資源尾数と 低資源尾数の範囲を3等分し、23.7

億尾より上を高位水準、14.1億尾未満は低位水

準とし、資源水準を判断している。2016年の資

源尾数10.8億尾で、資源水準は低位と判断し

た。資源の動向は、2012～2016年の資源尾数の

推移から減少と判断した。 

加賀ほか

（2017） 

現状の漁獲圧

が対象種資源

の持続的生産

に及ぼす影響 

1 2016年漁期終了時の親魚量（3.3億尾）はBlimit

（5.2億尾）を下回っている。現状の漁獲圧（漁

獲係数Fcurrent）は、中長期的に親魚量を維持

することが期待できるFmedを上回っている。 

加賀ほか

（2017） 
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現状の漁獲圧

での資源枯渇

リスク 

5 加入量の不確実性を考慮して、資源量、親魚

量、漁獲量の将来予測シミュレーションを行

い、各漁獲シナリオを評価した。Fcurrentで漁

獲を続けた場合、親魚量が5年後にBlimitを上回

る確率は30%未満であった。 

加賀ほか

（2017） 

 
平均 2.3 

  

 
表 2.2.1b スケトウダラ太平洋系群 

構成 測定基準 スコア 問題と摘要 データの出典 

対象種

に対す

る漁業

の影響

評価 

資源水準と

動向の評価 

2 平成21（2009）年度評価より、本系群の資源水

準の判断には、1990年代以降の漁獲の主体とな

っている2歳以上の資源量を用いている（森ほか 

2010）。また、高位は、豊度の高い年級群が連続

して発生した際に期待される1,000千トン以上

に、低位は、親魚量がBlimit付近まで減少した

際に予測される500千トン未満に設定している。

2歳以上の資源量は、0歳以上の資源量と類似し

た変動パターンを示しているが、1981年漁期以

降における2歳以上の資源量は500千トンを下回

ったことがないため、本系群は1981年漁期以

降、常に中位水準以上にある。2015年漁期の水

準についても、2歳以上の資源量が752千トンの

ため、中位と判断した。また、動向は、2011～

2015年漁期の2歳以上の資源量の推移から減少と

判断した。 

船本ほか 

（2017） 

現状の漁獲

圧が対象種

資源の持続

的生産に及

ぼす影響 

5 1990年代まで概ね200千トン以上で推移していた

漁獲量は、2002年漁期には109千トンへと減少し

た。漁獲量はその後増加し、2005年漁期以降は

143千～175千トンの範囲で安定して推移してい

たが、2015年漁期には120千トンへと減少した。

資源量（0歳以上の総重量）は、1981年漁期以降

901千～1,428千トンの範囲で安定して推移して

おり、その中で、卓越年級群を含む豊度の高い

年級群が発生した後に増加する傾向にあった。

2015年漁期の資源量は、2014年漁期よりも若干

増加し、931千トンであった。今後も豊度の高い

年級群が発生する親魚量を維持すれば、本資源

を持続的に利用できると考えられる。よって、

資源の回復措置をとる閾値であるBlimitは、豊

度の高い年級群の発生が期待できる 低水準の

親魚量とし、具体的には1982年級群が発生した

151千トンとした。なお、2015年漁期の親魚量で

ある349千トンは、Blimitを上回っている。現在

の漁獲割合は13％程度となっており、現状の漁

獲圧は高くはない。現状の漁獲圧を維持する

Fcurrentで漁獲した場合、漁獲量と親魚量はと

もに2018年漁期以降増加し、親魚量は常に

Blimit以上となる。一方、親魚量を中長期的に

維持するFsusで漁獲した場合には、漁獲量は
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2017年漁期以降180千トン付近で横ばいとなり、

親魚量も2018年漁期以降230千トン付近で横ばい

となる。よって、FcurrentおよびFsusで漁獲し

た場合には、管理目標である親魚量をBlimit以

上の適切な水準に維持するという条件が満たさ

れる。 

現状の漁獲

圧と資源枯

渇リスク 

5 再生産成功率（RPS）の変動が漁獲量と親魚量の

動向に与える影響をみるために、2002～2011年

漁期のRPSが2016年漁期以降重複を許してランダ

ムに発生するという条件の下で、2017年漁期以

降の漁獲シナリオを前述のFcurrentとFsusとし

た場合におけるシミュレーション（1,000回試

行）を実施したところ、2026年漁期の親魚量が

Blimitを上回る確率は、Fcurrentで100%、Fsus

で80%と算出され、ともに高い値となっている。 

船本ほか 

（2017） 

 
平均 4 

  

 
1点 2点 3点 4点 5点 

評 価 を 実

施 で き な

い 

混獲利用種の

中に資源状態

が悪い種もし

くは混獲によ

る悪影響のリ

スクが懸念さ

れる種が多く

含まれる 

混獲利用種の中に混獲に

よる資源への悪影響が懸

念される種が少数含まれ

る。CAやPSAにおいて悪影

響のリスクは総合的に低

いが、悪影響が懸念され

る種が少数含まれる 

混獲利用種の

中に資源状態

が悪い種もし

くは混獲によ

る悪影響のリ

スクが懸念さ

れる種が含ま

れない 

個別資源評価に

基づき、混獲利用

種の資源状態は

良好であり、混獲

利用種は不可逆

的な悪影響を受

けていないと判

断される 

 

2.2.2 混獲非利用種 

漁業種類別の評価は以下の通りである。両漁業の漁獲量で重み付けした平均値は 3.2 で

あったため、総合評価は 3点とする。 

 

・はえ縄 

はえ縄による混獲非利用種への影響はデータ不足で評価できないため、1 点とする。 

・沖合底びき網（１艘びき、２艘びき、小型底びき） 

若鷹丸の調査結果から沖合底びき網によって混獲され利用されない種はイラコアナ

ゴ、エイ類、カジカ類、カニ類、カラフトソコダラ、カンテンゲンゲ、ギス、ゴコウハ

ダカ、コヒレハダカ、シロゲンゲ、セッキハダカ、ソウハチ、ソコダラ類、トドハダカ、

ナガハダカ、ネズミギンポ、ハダカイワシ類、ハナソコダラ、ヒモダラ、フジクジラ、

マメハダカ、ムネダラなどである。 

これらのうち現存量が全漁獲物の 5%以上を占める種について、バイオマスの経年変化

を図 2.2.2 に示した。図 2.2.2 中で統計的に有意に（p < 0.05）バイオマスに増減の傾
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向が示された生物については、各図の右上に増加は赤色、減少は青色で相関係数

（Spearman’s rank coefficient）を記した。22 種中、有意な減少傾向を示した生物はイラ

コアナゴ、カジカ類、カニ類、フジクジラの 4種のみであり、総合的に対象漁業が混獲

非利用種に深刻な悪影響を与えているとは言えないため、4点とした。 

図 2.2.2 2006〜2014 年における混獲非利用種のバイオマスの経年変化 

 以上の結果を漁獲量で重み付け平均して、3 点とする(2016 年の当該海域における漁

獲量比: 沖合底びき網 74%、はえ縄 26%)。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

評価

を実

施で

きな

い 

混獲非利用種の中に

資源状態が悪い種が

多数含まれる。PSA

において悪影響のリ

スクが総合的に高

く、悪影響が懸念さ

れる種が含まれる 

混獲非利用種の中に資

源状態が悪い種が少数

含まれる。PSAにおい

て悪影響のリスクは総

合的に低いが、悪影響

が懸念される種が少数

含まれる 

混獲非利用種の中

に資源状態が悪い

種は含まれない。

PSAにおいて悪影響

のリスクは低く、

悪影響が懸念され

る種は含まれない 

混獲非利用種の

個別資源評価に

より、混獲種は

資源に悪影響を

及ぼさない持続

可能レベルにあ

ると判断できる 

 

2.2.3 希少種 

環境省が指定した絶滅危惧種のうち、評価対象水域と分布域が重複する種は、アカウ

ミガメ、ヒメウ、ヒメクロウミツバメ、コアジサシ、カンムリウミスズメ、コアホウド

リ、セグロミズナギドリ、アホウドリ、オオアジサシである。これらの種について PSA

でリスク評価したものが表 2.2.3a, b，生物特性値等をまとめたものが表 2.2.3c であ

る。はえ縄のアカウミガメで中程度と判断されたことを除けば、両漁法による希少種へ

の影響は軽微であると考えられるため、4点とした。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

希少種の中に資源状態

が悪く、当該漁業によ

る悪影響が懸念される

種が含まれる。PSAや

CAにおいて悪影響のリ

スクが総合的に高く、

悪影響が懸念される種

が含まれる 

希少種の中に資源

状態が悪い種が少

数含まれる。PSAや

CAにおいて悪影響

のリスクは総合的

に低いが、悪影響

が懸念される種が

少数含まれる 

希少種の中に資源

状態が悪い種は含

まれない。PSAやCA

において悪影響の

リスクは総合的に

低く、悪影響が懸

念される種は含ま

れない 

希少種の個別

評価に基づ

き、対象漁業

は希少種の存

続を脅かさな

いと判断でき

る 

 
表 2.2.3a 希少種の PSA 評価結果（沖合底びき網） 
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表 2.2.3b 希少種の PSA 評価結果（はえ縄） 

 
 
表 2.2.3c 希少種の⽣産性に関する⽣物特性値 
 評価対象生物 成熟開

始年齢

（年） 

大年

齢

（年） 

抱

卵

数 

大体

長

（cm） 

成熟体

長

（cm） 

栄養段

階TL 

出典 

アカウミガメ 35 70～80 400 110 80 2-3 南・菅沼 (2017), 石原
(2012), IUCN (2017) 

ヒメウ 3 18 3 73 63 4.2 浜口ほか (1985), Hobson 
et al. (1994), Clapp et al. 
(1982) 

ヒメクロウミツ

バメ 

2 6 1 20 19 3.6 浜口ほか (1985), 
Klimkiewicz et al. (1983) 

コアジサシ 3 21 2.5 28 22 3.8 Clapp et al. (1982) 
カンムリウミス

ズメ 

2 7 2 26 24 3.8 近縁種S. antiquusで一部代

用, HAGR *(2017) 
コアホウドリ 8 55 1 81 79 4+ 浜口ほか (1985), Gales 

(1993) 
セグロミズナギ

ドリ 

3 22 5 74 64 3.6+ 浜口ほか (1985), Schreiber 
and Burger (2003), IUCN 
(2018) 

アホウドリ 6 25 1 94 84 4+ 長谷川 (1998) 
オオアジサシ 3 21 1.5 53 43 3.8 浜口ほか (1985), Milessi et 

al. (2010) 

*Human Aging Genomic Resources 

 
表 2.2.3d PSA 評価採点要領 

  P（生産性スコア） 1（高生産性） 2（中生産性） 3（低生産性） 

P1 成熟開始年齢 < 5年 5-15年 > 15年 

P2 高年齢（平均） < 10歳 10-25歳 > 25歳 

P3 抱卵数 > 20,000卵／年 100-20,000卵／年 < 100卵／年 

P4 大体長（平均） < 100 cm 100-300 cm > 300 cm 

P5 成熟体長（平均） < 40 cm 40-200 cm > 200 cm 

P6 繁殖戦略 浮性卵放卵型 沈性卵産み付け型 胎生・卵胎生 

P7 栄養段階 < 2.75 2.75-3.25 > 3.25 

P8 密度依存性 （無脊

椎動物のみ適用） 

低密度における補

償作用が認められ

密度補償作用は認

められない 

低密度における逆補償

作用(アリー効果)が認
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る められる 

P Pスコア総合点 算術平均により計算する =(P1+P2+…Pn)/n 

  S（感受性スコア） 1（低感受性） 2（中感受性） 3（高感受性） 

S1 水平分布重複度 < 10 % 10-30 % > 30% 

S2 鉛直分布重複度 漁具との遭遇確率

低い 

漁具との遭遇確率

は中程度 

漁具との遭遇確率高い 

S3 漁具の選択性 成熟年齢以下の個

体は漁獲されにく

い 

成熟年齢以下の個

体が一般的に漁獲

される 

成熟年齢以下の個体が

頻繁に漁獲される 

S4 遭遇後死亡率 漁獲後放流された

個体の多くが生存

することを示す証

拠がある 

漁獲後放流された

個体の一部が生存

することを示す証

拠がある 

漁獲後保持される，もし

くは漁獲後放流されて

も大半が死亡する 

S Sスコア総合点 幾何平均により計算する '=(S1*S2*...Sn)^(1/n) 

  PSAスコア < 2.64 低い 2.64-3.18 中程度 > 3.18 高い 

  PSAスコア総合点 PとSのユークリッド距離として計算する '=SQRT(P^2 +S^2) 

  全体評価 PSAスコア全体平均値および高リスク種の有無に基づき評価する 

 

 

2.3 海洋環境・生態系 

2.3.1 食物網を通じた間接作用 

2.3.1.1 捕食者 

マダラでは、大型の個体が小型の個体を捕食する共食いが観察される。また、カラス

ガレイ、アブラガレイに体長 9～11cm のマダラが摂餌されていた記録がある（橋本 

1974）。しかし、三陸沖底魚群集を中心とした生態系モデル Ecopath の Mixed trophic 
impact によれば、大型のマダラによる小型マダラへの影響は小さく、小型のマダラの

アブラガレイへの影響は検出されなかったことから（米崎ほか 2016）、5点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施でき

ない 

多数の捕食者に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる 

一部の捕食者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

CAにより対象

漁業の漁獲・

混獲によって

捕食者が受け

る悪影響は検

出されない 

生態系モデルベース

の評価により、食物網

を通じた捕食者への

間接影響は持続可能

なレベルにあると判

断できる 

 
2.3.1.2 餌生物 

マダラは、体長 20cm 以下ではオキアミが主な餌生物であり、それ以降は長尾類、魚類

の比率が高まる。魚類は 50cm 以下ではハダカイワシ類、キンカジカ、マダラ、スケト

ウダラ、カタクチイワシ、60cm 以上ではスケトウダラ、オオクチイワシ、キチジ、サ

バ、イトヒキダラなどとなる（橋本 1974）。これらのうち、時系列データにより評価



 
 

31 

が可能なスケトウダラ、カタクチイワシ、キチジ、マサバ、イトヒキダラについて CA

評価を行った。その結果、カタクチイワシとマダラの資源量の間には負の相関関係が

見られた。その原因がマダラの捕食による自然死亡の増加によるものかどうか判断は

むずかしいが、マダラの資源量が高位であり、カタクチイワシの資源状態が低位・減

少であることから 3点が妥当と考えられる。 

評価対象漁業 沖合底びき網，はえ縄 

評価対象海域 太平洋北部 

評価対象魚種 マダラ 

評価項目番号 2.3.1.2 

評価項目 餌生物 

評価対象要素 資源量 3 

再生産能力  

年齢・サイズ組成  

分布域  

その他：  

評価根拠概要 評価可能な餌生物であるスケトウダラ、カタクチイワシ、キチジ、マサバ、イ

トヒキダラのうち、カタクチイワシとマダラの資源量の間には負の相関関係が

見られた。その原因がマダラの捕食による自然死亡の増加によるものかどうか

判断はむずかしいが、マダラの資源量が高位であり、カタクチイワシの資源状

態が低位・減少であることから3点が妥当と考えられる。 

評価根拠 評価可能な餌生物はスケトウダラ、カタクチイワシ、キチジ、マサバ、イトヒ

キダラである。これら魚種の1996年から2015年の資源量データを用いて、各生

物の経年変化の傾向とマダラとの関係を解析した。図2.3.1.2aに示した通り、

マダラ、キチジ、マサバの資源量は増加傾向にある。マダラの資源量は2011年

以降に急増していることが認められるが、これは東日本大震災による努力量の

低下によるものと考えられる。 

 
    図2.3.1.2a マダラの餌生物、並びにマダラの資源量経年変化 
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マダラの資源量とそれぞれの餌生物の関係を回帰すると以下の通りである。有

意な（p < 0.05）回帰が得られた場合には、右上の決定係数を赤字で記した。 

 
図2.3.1.2.b マダラとイトヒキダラの資源量の関係 

 

 
図2.3.1.2.c マダラとカタクチイワシの資源量の関係 
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図2.3.1.2.d マダラとキチジの資源量の関係 

 

 
図2.3.1.2.e マダラとスケトウダラの資源量の関係 
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図2.3.1.2.f マダラとマサバの資源量の関係 

 

カタクチイワシ、マサバ、キチジの資源量とマダラ資源量の間に有意な関係が

認められた。マダラとカタクチイワシの間には有意な負の相関関係が存在した

（p<0.01）。 

 マダラとカタクチイワシの負の相関関係は、カタクチイワシの資源変動にマ

ダラの捕食が影響している可能性を排除できないものの、太平洋系群のカタク

チイワシは水温の数十年規模の変動に伴って資源量が増減することが知られて

おり（Takasuka et al. 2008）、マダラによるトップダウンコントロールにより変

動しているという根拠は見いだせない。 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きな

い。 

多数の餌生物に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる。 

一部の餌生物に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる。 

CAにより対象漁業

の漁獲・混獲によ

って餌生物が受け

る悪影響は検出さ

れない。 

生態系モデルベースの評

価により、食物網を通じ

た餌生物への間接影響は

持続可能なレベルにある

と判断できる。 

 

2.3.1.3 競争者 

 山村（1993）によれば仙台湾沖底生魚類群集構成種はネクトン捕食者、動物プランク

トン捕食者、ベントス捕食者に大きく分けられるが、マダラは体長 40cm 以下では動物

プランクトン捕食者、40cm 以上ではネクトン捕食者に分類された。沖底、はえ縄の混獲

種の中で食性が重複するのはスルメイカ、スケトウダラ、ヒラメである。ここでは、こ

れら 3 種について CA 評価を行った結果、競争による他資源への影響は検出されなかっ

たため、4点とする。評価の詳細を以下に示した。 
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評価対象漁業 沖合底びき網，はえ縄 

評価対象海域 太平洋北部 

評価対象魚種 マダラ 

評価項目番号 2.3.1.3 

評価項目 競争者 

評価対象要素 資源量 4 

再生産能力  

年齢・サイズ組成  

分布域  

その他：  

評価根拠概要 

図 2.3.1.3a スルメイカ、ヒラメ、スケトウダラ資源量並びにマダラ資源量 

 

2011年以降マダラ資源量は増加傾向であるのに対し、ヒラメの資源量も概ね増

加傾向であった。これら2種の急増は東日本大震災による努力量の低下が要因

と考えられる。 
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図 2.3.1.3b マダラ資源量とスルメイカ資源量の関係 

 

マダラ資源量とスルメイカ漁獲量の間には特段相関は見られない。 

 
図2.3.1.3c マダラ資源量とヒラメ資源量の関係 

 

マダラとヒラメの資源量はともに2011年以降増加しており、両者の間には有意

な正の相関が認められた。これは、両種ともに東日本大震災以降に努力量が低

下したことを反映していると考えられ、競争の結果とは異なると考えられる。 
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図 2.3.1.3d マダラ資源量とスケトウダラ資源量の関係 

 

マダラとスケトウダラの資源量の間には有意な関係は認められなかった。 

 

評価根拠 以上のように、マダラと競争者の間に一定の関係性が見出せたのはヒラメであ

るが、経年変化の傾向から、共に東日本大震災以降に増加しているため、競争

の結果とは言えない。 

 
1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施で

きない 

多数の競争者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

一部の競争者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

CAにより対象漁

業の漁獲・混獲

によって競争者

が受ける悪影響

は検出されない 

生態系モデルベースの

評価により、食物網を

通じた競争者への間接

影響は持続可能なレベ

ルにあると判断できる 

 

2.3.2 生態系全体 

2016 年の海面漁業生産統計（農林水産省 ２017）によれば、太平洋北区の漁獲量で上

位 10 種に入った魚種の漁獲量は図 2.3.2a の通りである。栄養段階別にみるとマダラと

同じ栄養段階に位置するサメ類の漁獲量が 19,600 トン（総漁獲量に対する割合 3.2%）

と低く、栄養段階 3.5 に位置するさば類（同 35.2%）、サンマ（同 6.5%）、スルメイカ（同

4.2%）、カツオ（同 3.1%）、その他の魚類（同 2.6%）、さけ類（同 2.1%）の合計で、53.7%

を占めていた。漁獲量としては栄養段階 2に位置するマイワシが 22%と高く、特に近年

増加傾向にある。表層生態系に属する魚類の漁獲量が多い一方、底魚類のうち上位 10

位に位置したのはマダラのみであった。 
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図 2.3.2a 2016 年の海面漁業生産統計に基づく太平洋北区の漁獲物の種組成。 

 

太平洋北区の漁獲物の平均栄養段階をみると、主にさば類で構成される TL3.5 とマイワ

シで構成される TL2.0 に漁獲が集中している。2003 年から 2016 年の海面漁業生産統計

調査から計算した、太平洋北区の総漁獲量と漁獲物平均栄養段階（MTLc）は下記の通

りである。総漁獲量、MTLc の経年変化において、有意に減少した場合には青色、増加

した場合には赤色で Speaman’s rank coefficient を記した。2003 年から 2012 年までの総

漁獲量の減少は主にカタクチイワシの減少を反映し、2013 年以降の増加傾向はマイワ

シの漁獲量が増加傾向にあることを反映している。漁獲物平均栄養段階は、若干の増減

はあるものの、概ね 3.5 付近で推移し、有意な定向的変化は検出されなかった。 
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図 2.3.2b 2016 年の海面漁業生産統計調査（暫定値）から求めた、日本周辺大海区別の漁獲物栄

養段階組成 
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図 2.3.2c 2003 年から 2016 年の海面漁業生産統計調査から計算した、太平洋北区の総漁獲量と

漁獲物平均栄養段階（MTLc） 

  資源水準 

  低位 中位 高位 

資源動向 

増加  

マイワシ 

マサバ 

キアンコウ 

キチジ 

ヒラメ 

ヤナギムシガレイ 

横ばい 
ニギス 

サメガレイ 

ズワイガニ 

イトヒキダラ 
ブリ 

減少 

マアジ 

スルメイカ 

カタクチイワシ 

ゴマサバ 

スケトウダラ 

ヤリイカ 

マダラ 

図 2.3.2d 平成 29 年度魚種別系群別資源評価結果に基づく太平洋北区を分布域に含む資源水準

と資源動向 

 平成 28 年度魚種別系群別資源評価結果（水産庁・水産機構 2017）から、太平洋北

区を主要な分布域に含む資源の資源水準と資源動向をカウントしたのが上の図 2.3.2d

である。資源水準は 13 種の系群が高位もしくは中位にあり、資源動向は 12 種の系群

が増加あるいは安定傾向にある。太平洋北区として漁獲は安定もしくはやや増加傾向

にあり、資源状態も概ね安定している。資源水準が低く、なおかつ減少傾向にある種

はマアジ、スルメイカ、カタクチイワシである。これらの結果と操業の時空間分布特

性を用いて評価が可能な沖合底びき網 1艘びきと 2艘びきに対して SICA 評価を実施し

た結果を表 2.3.2a に示した。先に述べた通り、表中層生態系に属するこれらの生物

は、マダラを対象とした底びき網漁業の影響よりも海洋環境の変動によって変動する

と考えられるため、評価対象漁業そのものが生態系悪化を招いているとは考えにく

い。しかし定量的な評価に基づく判断を行うには情報が限られるため、以下の通り

SICA 評価を行った。 
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表 2.3.2a ⽣態系全般への影響に対する SICA 評価結果（沖合底びき網） 
評価対象漁業 沖合底びき網 

評価対象海域 太平洋北区 

評価項目番号 2.3.2 

評価項目 生態系全体 

空間規模スコア 0.87 

空間規模評価根

拠概要 

太平洋北区の1艘びきにはオッタートロールとかけ回しがある。水産機

構・東北区水産研究所編集の2015年版太平洋北区沖合底びき網漁業漁場

別漁獲統計資料（服部 2017）によれば、小海区の金華山（北緯38～
39°）、常磐（北緯36.5～38°）、房総（北緯36.5°以南）はオッタートロール

でマダラが漁獲されている。 
各漁業による操業面積は、漁業成績報告書が集計する10分メッシュの操

業記録から、過去に操業実績のあるメッシュの合計面積とした。 

それによるとオッタートロールとかけまわしの操業面積は、2006年から

2014年の平均でそれぞれ 5,535 km2、1,952 km2である。また、沖底2艘び

きの操業面積は、2006～2014年の平均で1,674km2である。 
水深1,400 mまでの海域を太平洋北区の面積とすると、総面積は23,040 km2

であり、オッタートロール、かけまわし、2艘びきはそれぞれ、23.2、
8.5、7.3%を占める。評価手順書に沿うと1艘びき（オッタートロールとか

けまわし）と2艘びきの空間規模スコアは1、0.5点となる。1艘びきと2艘
びきの漁獲量の割合で重み付けすると、0.87点となる。 

時間規模スコア 3 

時間規模評価根

拠概要 

太平洋北区における底びき網漁業は、7〜8月を除く周年操業されている

（成松ら 2017）。実際には荒天などで操業日数は制限されるが、年間の

75%が操業日数であると考えると、時間規模スコアは3点となる。 

影響強度スコア 1.62 

影響強度評価根

拠概要 

空間規模と時間規模のスコア、それぞれ0.87点と3点から強度スコアを算

出すると、SQRT(0.87*3) = 1.62となる。 

Consequence

（結果） 

スコア  

種構成 
 

機能群構成   

群集分布   

栄養段階組成 4 

サイズ組成   

Consequence評

価根拠概要 

ここでは、漁獲物栄養段階組成やMTLcの経年変化をもとに栄養段階組成に

着目して、影響強度の結果を評価した。図2.3.2b，cに示した通り、漁獲は

さば類を中心としたTL3.5やカタクチイワシを中心としたTL2.0に集中し、

それらの平均であるMTLcは3.5付近を推移しており大きな定向的な変化は

認められない。また、米崎ほか（2016）では三陸沖底魚群集を中心とした

生態系モデルEcopathにおいて、漁法別に漁業が生態系に及ぼす影響を評

価し、1艘びきオッタートロールとかけまわしの影響は小さいことを指摘

している。これらのことからマダラを漁獲する底びき網漁業は、表層生態

系を含めた生態系全体に対しては、大きな影響を及ぼしていないと考えら

れるため、4点とした。 

総合評価 4   

総合評価根拠概

要 

規模と強度（SI）の評価点は1.67と重篤ではなく、結果（C）は4点であり、

生態系特性に不可逆的な変化は起こっていないと考えられる。 
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・はえ縄 

評価対象漁業 はえ縄 

評価対象海域 太平洋北区 

評価項目番号 2.3.2 

評価項目 生態系全体 

空間規模スコア 0.5 

空間規模評価

根拠概要 

はえ縄は一種の設置漁具のため、空間的な移動はない。餌による誘引効果が及ぶ範

囲が釣り針の空間的影響範囲と考えられるが、その範囲については知見がないた

め、便宜的に以下のように考えた。幹縄6,800mに針を4,000本付けると針の間隔は

凡そ1.7mである。１本の針について半径1.7 mの円を空間的影響範囲とするとはえ

縄1操業で36,000 m2である。 
2013年漁業センサス（農水省 2014）によれば、太平洋北区における「その他はえ

縄」の経営体数は337、「その他はえ縄」の全国平均の年間出量日数は142日である。

この値をマダラの底はえ縄に適用すると、1日1回の操業として総操業回数は

337×142＝48,000回である。 
以上より、はえ縄操業が空間的に影響を及ぼし得る範囲は36,000m2×48,000＝1730 
km2とした。水深1,400 mまでの海域を太平洋北区の面積とすると、総面積は23,040 
km2であり、漁場面積に対し、はえ縄漁業が空間的に影響を及ぼす範囲は7.5%とな

る。この値は手順に従えば強度0.5（<15%）となる。 

時間規模スコア 1.5 

時間規模評価根

拠概要 

マダラの底はえ縄漁が全船一斉に出漁するとし、出漁日数を漁業センサス（農林水

産省2014）における「その他はえ縄」の全国平均の年間出漁日数142日とすると、

マダラの底はえ縄の時間規模は142／365×100＝39%となり、影響強度は1.5（30％

＜45％）となる。 

影響強度スコア 0.87 

影響強度評価

根拠概要 

はえ縄の影響強度は手順書に従い、SQRT（0.5×1.5）＝0.87と算出された。 

Consequence 種構成        

（結果）スコア 機能群構成    
群集分布    
栄養段階組成      4   
サイズ組成   

Consequence評

価根拠概要 

ここでは、漁獲物栄養段階組成やMTLcの経年変化をもとに栄養段階組成に着目し

て、影響強度の結果を評価した。図2.3.2b，cに示した通り、漁獲はさば類を中心

としたTL3.5やカタクチイワシを中心としたTL2.0に集中し、それらの平均である

MTLcは3.5付近を推移しており大きな定向的な変化は認められない。このことから

マダラを漁獲するはえ縄網漁業は、表層生態系を含めた生態系全体に対しては、大

きな影響を及ぼしていないと考えられるため、4点とした。 

総合評価 点数       4 

総合評価根拠

概要 

規模と強度（SI）の評価点は0.87と重篤ではなく、結果（C）は4点であり、生態系

特性に不可逆的な変化は起こっていないと考えられる。 

 

以上の通り両漁業とも 4点のため総合評価は 4点とする。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施

できない 

対象漁業による影

響の強さが重篤で

ある、もしくは生

態系特性の定向的

変化や変化幅拡大

が起こっているこ

とが懸念される 

対象漁業による影

響の強さは重篤で

はないが、生態系

特性の変化や変化

幅拡大などが一部

起こっている懸念

がある 

SICAにより対象漁

業による影響の強

さは重篤ではな

く、生態系特性に

不可逆的な変化は

起こっていないと

判断できる 

生態系の時系列

情報に基づく評

価により、生態系

に不可逆的な変

化が起こってい

ないと判断でき

る 

 

2.3.3 海底環境（着底漁具を用いる漁業） 

着底漁業の操業による海底環境撹乱の規模、地形・底質状況をもとに推定した海底面の

回復力および非漁場の面積割合から、着底漁業の影響を評価し、さらに水産機構の若鷹

丸調査で収集されたデータから、多様度指数の変化を基準として、操業が海底環境へ及

ぼす影響を評価した。ここでは、図 2.3.3a-d に示すように、漁法別に海底地形から分

類したハビタットタイプ別（図 2.3.3e）に

評価を実施した。 

 

リスク区分は、2.64 以下であれば「重篤」

で 2 点、2.64 以上 3.18 未満であれば「一

部で懸念」で 3点、3.18 以上であれば「軽

微」で 4点とし、規模と強度、生態系の応

答のどちらもデータ不足により評価を実

施できない場合は 1点とした。 

 

 

 

 

 

図 2.3.3d 地形および底質により分類したハ

ビタットタイプの分布 

 

・はえ縄 

はえ縄は着底漁具ではないため 5点とする。 
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・沖合底びき網（1 艘びきオッタートロール、かけまわし） 

オッタートロールでは、ハビタットタイプ 1 から 4 の浅い海域で漁業の強度が高いた

め、各ハビタットタイプの総合評価点が低く、全体の平均として、2.57 点と低く重篤な

悪影響が懸念されるため 2点とした。かけまわしでも沿岸からやや離れたハビタットタ

イプ 2-1 と 2-2 に操業が集中しており、特に 2-2 でハビタットタイプの総合評価点が

2.3 点と低かった。全体としては、非漁場として操業の影響を受けていない海域が広い

ため、総合評価は軽微と判断されたことから 4点とした。 

・沖合底びき網（2 艘びき） 

2 艘びきでは、沿岸からやや離れたハビタットタイプ 3と 4に操業が集中しており、規

模と強度の評価点が 2点と低かった。各ハビタットタイプには、2艘びきが操業されて

いない海域が比較的多く残されていることから、オッタートロールと比べると非漁場の

割合の評価点が高く、全体の平均として 3.43 と影響の深刻さは軽微と考えられたため

4点とした。ただし、もっとも漁業の強度が高いハビタットタイプ 3から 6では、多様

度が低下している調査点が多数認められ、個々に見ると着底漁業が海底環境に悪影響を

及ぼしている海域があることに留意が必要である。 

 
図 2.3.3a オッタートロールが海底環境に及ぼす影響評価の結果 
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図 2.3.3b ２艘びきが海底環境に及ぼす影響評価の結果 

 
図 2.3.3c かけまわしが海底環境に及ぼす影響評価の結果 
 

以上の結果から、漁業種類毎の漁獲量で重み付けした評価結果は、4点となった。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施で

きない 

当該漁業による

海底環境への影

響のインパクト

が重篤であり、漁

場の広い範囲で

海底環境の変化

が懸念される 

当該漁業による海

底環境への影響の

インパクトは重篤

ではないと判断さ

れるが、漁場の一

部で海底環境の変

化が懸念される 

SICAにより当該

漁業が海底環境

に及ぼすインパ

クトおよび海底

環境の変化が重

篤ではないと判

断できる 

時空間情報に基

づく海底環境影

響評価により、対

象漁業は重篤な

悪影響を及ぼし

ていないと判断

できる 

 

2.3.4 水質環境 

 船舶から海洋への汚染物質流出や廃棄物の投棄については、海洋汚染等及び海上災害

の防止に関する法律及びその施行令によって規制されている。これにより総トン数 100
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トン以上の船舶には油水分離機の設置義務(型式承認物件)があり、排出可能な水域(該

当漁船の操業海域とは合致しない)と濃度並びに排出方法が規制されている。食物くず

を距岸 12 海里以内で排出する場合は、すべての船に食物くず粉砕装置の設置が義務付

けられている。船上で廃棄物を焼却する場合には、すべての船に IMO 認定品の焼却炉の

設置が義務付けられている（廃棄物の海洋投棄は食物くず以外認められていないので、

焼却しない場合は廃棄物持ち帰りとなる）。焼却炉等の設備は、5 年に一回の定期検査

と 2～3 年に一回の中間検査における検査の対象であり、検査に合格しなければ船舶検

査証書の交付が受けられず、航行が出来ない。底びき網漁船は、いずれも許可を受けて

建造され、建造後も 5 年ごとの定期検査と 2～3 年ごとの中間検査を受けて運航されて

いる。 

 対象漁業が操業する第二管区海上保安本部(太平洋岸)と第三管区海上保安本部(銚子

以北)による 近の海上環境関係法令違反送致内容を見ると、平成 28 年度は 47 件であ

ったが、本評価対象となる底びき網の検挙例は見当たらなかった(海上保安庁 2017、第

二管区海上保安本部 2016、第三管区海上保安本部 2017)。以上の結果から、対象漁業

からの排出物は適切に管理されており、水質環境への負荷は軽微であると判断されるた

め、4点と評価する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

取り組み状況

について情報

不足により評

価できない 

多くの物質に

関して対象漁

業からの排出

が水質環境へ

及ぼす悪影響

が懸念される 

一部物質に関

して対象漁業

からの排出が

水質環境へ及

ぼす悪影響が

懸念される 

対象漁業からの排

出物は適切に管理

されており、水質

環境への負荷は軽

微であると判断さ

れる 

対象漁業による水質環

境への負荷を低減する

取り組みが実施されて

おり、対象水域におけ

る濃度や蓄積量が低い

ことが確認されている 

 

2.3.5 大気環境 

長谷川（2010）によれば、我が国の漁業種類ごとの単位漁獲量・水揚げ金額あたり二

酸化炭素排出量の推定値は下表の通りである。沖合底びき網 1艘びきの漁獲量 1トンあ

たりの CO2排出量を他の漁業種類と比べると低い（沖底 4 点）。はえ縄は漁具を曳航す

る漁法ではないため沖底より影響は軽微と考えられる（はえ縄 4 点）。生産金額あたり

の CO2排出量も低いことから、総合点を 4点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実

施できな

い 

多くの物質に関

して対象漁業か

らの排出ガスに

よる大気環境へ

の悪影響が懸念

される 

一部物質に関し

て対象漁業から

の排出ガスによ

る大気環境への

悪影響が懸念さ

れる 

対象漁業からの

排出ガスは適切

に管理されてお

り、大気環境への

負荷は軽微であ

ると判断される 

対象漁業による大気環境

への負荷を軽減するため

の取り組みが実施されて

おり、大気環境に悪影響

が及んでいないことが確

認されている 
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表 2.3.5a 漁業種類別の漁獲量・生産金額あたり CO2排出量試算値（長谷川 2010） 

漁業種類 t-CO2/t t-CO2/百万円 

小型底びき網縦びきその他 1.407 4.98 

沖合底びき網１艘びき 0.924 6.36 

船びき網 2.130 8.29 

中小型１そうまき巾着網 0.553 4.34 

大中型その他の１そうまき網 0.648 7.57 

大中型かつおまぐろ1そうまき網 1.632 9.2 

さんま棒受網 0.714 11.65 

沿岸まぐろはえ縄 4.835 7.95 

近海まぐろはえ縄 3.872 8.08 

遠洋まぐろはえ縄 8.744 12.77 

沿岸かつお一本釣り 1.448 3.47 

近海かつお一本釣り 1.541 6.31 

遠洋かつお一本釣り 1.686 9.01 

沿岸いか釣り 7.144 18.86 

近海いか釣り 2.676 10.36 

遠洋いか釣り 1.510 10.31 
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3．漁業の管理 

概要 

管理施策の内容（3.1） 
 太平洋北部のマダラについては、自由漁業のはえ縄漁業もあるが、公的な許可制度の

沖合底びき網漁業で主に漁獲されているため、インプット・コントロールもしくはアウ

トプット・コントロールが導入されているとして評価した（3.1.1 3 点）。沖合底びき網

漁業では漁期や漁場の制限によるテクニカル・コントロール （3.1.2 3 点）が実施され

ている。また、他評価群の保護区での操業規制、省エネに取り組まれているが、海底環

境保全に向けた措置はなされていない中で、沖合底びき網漁業の操業禁止ライン、オッ

ターボード使用海域制限等がある（3.1.3.1 3 点）。沖合底びき網業者も所属する沿海漁

協等によりに海浜清掃、植樹等環境保全活動がなされている（3.1.3.2 3 点）。 

 

執行の体制（3.2） 
 管理の執行については、管理体制が確立しており（3.2.1.1 5 点）、漁業調査取締の観点

からも十分な監視体制が有効に機能していると評価した（3.2.1.2 5 点、3.2.1.3 5 点）。順

応的な管理については、広域魚種、次期 TAC 候補種としての位置づけから資源管理指

針でも水準動向が更新され、広域漁業調整委員会等にも管理の方向性についての検討を

要請しているので、部分的に導入されていると評価した（3.2.2 3 点）。 

 

共同管理の取り組み（3.3） 
 沖合底びき網漁業は国の許可であり漁業者は公的に特定でき、評価対象とした岩手県

のはえ縄漁業も自由漁業ではあるが、岩手海区漁業調整委員会への届出が必要な海面が

含まれる。実質全ての沖合底びき網漁業者とはえ縄漁業者は、沿海漁業協同組合または

沖合底びき網漁業関連の団体として組織されている。（3.3.1.1 4 点、3.3.1.2 5 点）。2011
年まで実施されていた太平洋北部沖合性カレイ類資源回復計画の保護区の設定等措置

を引き継いで取組を行っており、保護区ではマダラ等のこの資源増大効果もあわせて期

待できる（3.3.1.3 5 点）。また沖合底びき網漁業関連の地域プロジェクト改革計画の主

導や代船等の支援、安全が確認された魚種について試験操業、検査、出荷等の系統的、

計画的な実施が行われていることも高く評価される（3.3.1.4 5 点）。自主的及び公的管

理への関係者の関与も評価でき（3.3.2.1 4 点、3.3.2.2 5 点）、利害関係者の参画も水産政

策審議会等の委員構成から評価した（3.3.2.3 4 点）。 
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評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 
 2016 年に太平洋北区でのマダラの漁獲量のうち大きな割合を揚げているのは沖合底

びき網漁業とその他のはえ縄漁業である。東日本大震災以前の 2010 年では沖合底びき

網漁業であった。沖合底びき網漁業とその他のはえ縄漁業を評価対象漁業とした。 

 

② 評価対象都道府県の特定 
 青森県（太平洋北区）、岩手県、宮城県、福島県の沖合底びき網漁業、岩手県のその

他のはえ縄漁業を特定する。これは、2016 年には青森県（太平洋北区）、岩手県、宮城

県の沖合底びき網漁業、岩手県のその他のはえ縄漁業で全漁獲量の 78%に達しており、

震災前 2010 年には、青森県（太平洋北区）、岩手県、宮城県、福島県沖合底びき網漁業

で太平洋北区漁獲量の 79%を占めていたからである。 

 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 
 評価対象県の評価対象漁業について、以下の情報を集約する。 

1）届出、許可証、および各種管理施策の内容 
2）監視体制や罰則、順応的管理の取り組みなどの執行体制 
3）関係者の特定や組織化、意思決定への参画への共同管理の取組 
4）関係者による生態系保全活動 
 なお、マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画が 2011 年まで実施されてきており、引き続

く取組もあるが、陸奥湾で産卵し、北海道太平洋側に回遊する群は太平洋北部系群とは

別系群であると判断されており（成松ほか 2018）、ここでは直接には取り扱わない。 
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3.1 管理施策の内容 

3.1.1 インプット・コントロール又はアウトプット・コントロール 
 沖合底びき網漁業は農林水産大臣許可漁業であり、公示に基づいて申請し、許可証の

発給を受けて操業する。マダラは TAC 魚種ではなく、アウトプット・コントロールさ

れていない。したがって、沖合底びき網漁業は「インプット・コントロールもしくはア

ウトプット・コントロールが導入されている」の 3 点が該当する。はえ縄漁業について

は 「インプット・コントロールとアウトプット・コントロールのどちらもが導入され

ていない」が、1 点とする理由はなく 2 点と評価する。本海域での前者と後者との漁獲

量比は凡そ 4:1 であり、このため総合しては、3 点を配点する。なお、第 74 回水産政策

審議会資源管理分科会において、水産庁から「まずはマダラに関して漁獲可能量制度に

十分値するのか、またそれをどういうふうに管理するのか、ということを検討させてい

ただきたい」と報告・説明があった（水産庁 2015a）。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

インプット・コント

ロールとアウトプッ

ト・コントロールの

どちらも施策に含ま

れておらず、目標を

大きく上回っている 

. インプット・コ

ントロールもし

くはアウトプッ

ト・コントロー

ルが導入されて

いる 

. インプット・コント

ロールもしくはアウ

トプット・コントロ

ールを適切に実施

し、漁獲圧を有効に

制御できている 

 

3.1.2 テクニカル・コントロール 
 沖合底びき網漁業では操業期間、使用漁具が制限され、また沖合底びき網漁業禁止ラ

インが設定されておりそれより陸側での操業は禁止されている（水産庁 2017c）ことか

ら、3 点を配点する。はえ縄漁業においては漁業を制御する施策の情報はなく、1 点を

配点する。以上より、両漁業併せて 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

テクニカル・コ

ントロールの施

策が全く導入さ

れていない 

. テクニカル・コ

ントロールの施

策が一部導入さ

れている 

. テクニカル・コ

ントロール施策

が十分に導入さ

れている 

 

3.1.3 生態系の保全施策 
3.1.3.1 環境や生態系への漁具による影響を制御するための規制 
 マダラ陸奥湾産卵群の回遊経路と推定される農林漁区 777-3 では、100 トン級船の操

業期日申し合わせ、操業自主規制などが行われている（仙台漁業調整事務所 2007）。
また、減速航行、低抵抗網の導入、船底の清掃及び抵抗の少ない塗料の使用を検討す
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るなどの省エネ（岩手沖底協会地域水産業再生委員会 2014）、年間の操業日数削減と

往復航時の低速化によるコスト削減（宮城県底びき網漁業広域水産業再生委員会 
2016）などの取組がある。福島県では東日本大震災の影響のため浜の活力再生プラン

等の策定に至っていない。沖合底びき網漁業者の全国団体である全国底曳網漁業連合

会では、海底環境保全に向けた試験を実施した経過がある（全国底曳網漁業連合会・

漁船協会 2004、2005）。沖合底びき網漁業では、操業禁止ライン、オッターボード使

用海域や操業期間の制限があるものの、本海域では漁場環境の保全措置は特にない

（仙台漁業調整事務所 2003、2007）。このような一定程度の施策導入に 3 点を配点す

る。はえ縄は環境や生態系に影響を及ぼすような漁具ではない（NA）。以上より 3 点

を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

規制が全く導入さ

れておらず、環境

や生態系への影響

が発生している 

一部に導入

されている

が、十分で

はない 

. 相当程度、施策

が導入されてい

る 

十分かつ有効に

施策が導入され

ている 

 

3.1.3.2 生態系の保全修復活動 
 植樹活動（青森県漁業協同組合連合会 2019）、海岸清掃の支援や系統ブランド石鹸

の普及（岩手県漁業協同組合連合会 2018）、海浜清掃運動、地球環境保全活動等への

取組（宮城県漁業協同組合 2018）が沿海地区漁業協同組合や県漁業協同組合連合会等

で行われている。福島県でも沿海漁業協同組合、福島県漁業協同組合連合会、県等に

より環境・生態系保全地域協議会が設けられており、沖合底びき網漁業者が所属する

沿海漁業協同組合では藻場、干潟の保全活動が行われてきた（JF 全漁連 2018a,b）。こ

れらの活動を 3 点と評価する。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

生態系の保全・

再生活動が行わ

れていない 

. 生態系の保全活

動が一部行われ

ている 

. 生態系の保全活

動が活発に行わ

れている 

 

3.2 執行の体制 

3.2.1 管理の執行 
3.2.1.1 管轄範囲 
 マダラは東北地方においても周年漁獲され、特に冬場の繁殖期を中心として 重要な

地先資源となっている。太平洋北部（青森県～茨城県沖）は太平洋岸における本種 の
分布の南限に位置していることもあり、本系群の資源動向は比較的不安定で、増減を繰
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り返している（成松ほか 2018）。この海域の沖合底びき網漁業は水産庁漁業調整課、同

仙台漁業調整事務所が管轄しており、漁業者団体としては沿海地区漁業協同組合、県漁

業協同組合連合会に所属しつつ、青森県機船底曳網漁業連合会、岩手県底曳網漁業協会、

宮城県沖合底びき網漁業協同組合・宮城県近海底曳網漁業協同組合、福島県機船底曳網

漁業組合連合会を組織し、全国団体としては全国底曳網漁業連合会に結集している。岩

手県のはえ縄漁業者については、沿海漁業協同組合に参加している。管理体制が確立し

機能している。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

対象資源の生息

域がカバーされ

ていない 

. 生息域をカバーす

る管理体制はある

が、十分には機能

していない 

. 生息域をカバー

する管理体制が

確立し機能して

いる 

 

3.2.1.2 監視体制 
 沖合底びき網網漁業については、水産庁管理課と仙台調整事務所等が指導取締りを行

っている。2018 年から、水産本庁を漁業取締本部、仙台漁業調整事務所を同仙台支部と

して、水産庁の漁業取締体制が強化された（水産庁 2018a）。はえ縄漁業については、

基本的には県段階の当局により取り締まられており、海上保安庁も協力体制にある。「指

定漁業では一斉更新後の許可期間中に、原則として全許可船舶へのＶＭＳ（衛星船位測

定送信機）の設置と常時作動を義務付けることとする」とされている（水産庁 2017a）。
沖合底びき網漁業漁獲成績報告書の提出率は 100%である。はえ縄漁業は自由漁業であ

り、原則誰でも着業できる。ただし、評価対象である岩手県のはえ縄漁業についてみる

と、岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台の中心点正東線以北の岩手県地先海面で操

業しようとする底はえ縄漁業者は、船舶ごとに岩手海区漁業調整委員会へ届け出る必要

があり、海区漁業調整規則に従った操業をしなくてはならず、またマダラを含む主要魚

種の漁業漁獲成績報告書を提出しなくてはならない（岩手海区漁業調整委員会 2018）。
以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

監視はおこなわ

れていない 

主要な漁港の周辺

など、部分的な監

視に限られている 

. 相当程度の監視体

制があるが、まだ

十分ではない 

十分な監視体制

が有効に機能し

ている 

 

3.2.1.3 罰則・制裁 
 沖合底びき網漁業については、漁業法や指定漁業の許可及び取締り等に関する省令に

基づき、刑事罰や許可の取り消しが課せられる。罰則規定としては十分に有効と考えら

れる。自由漁業のはえ縄漁業についても、岩手県区漁業調整委員会から海区漁業調整規
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則に従った操業が求められており、ともに監視により秩序に反したことが判明した場合、

地域社会の中でも相応の制裁を受けていると考えられる。以上により 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

罰則・制裁は設

定されていない 

. 罰則・制裁が設定されて

いるが、十分に効果を有

しているとはいえない 

. 有効な制裁が設

定され機能して

いる 

 

3.2.2 順応的管理 
 複数の都道府県をまたがる資源のうち、マダラ等その他広域魚種については、国の定

める資源管理指針において、資源評価結果を更新しつつ、資源の状況は概ね安定してい

るが、海洋環境の変化が資源の分布 や漁獲の動向に影響することから、海洋環境や漁

獲の動向等をモニタリングした上で、各地域における漁業管理等の情報を共有しつつ、

各地域における関係者間の協議の場や広域漁業調整委員会などを通じて、引き続き、資

源管理の方向性について検討する必要があるとされている。（水産庁 2017b）。次期 TAC
候補種として、TAC 等対象種を除く他の ABC 算定対象種に先んじて、順応的管理の仕

組みが部分的にも導入されてきていると考え、3 点を配点する（水産庁 2015a）。本種の

TAC 管理に関する検討を進めている経過報告として、水産政策審議会第 77 回資源管理

分科会で報告、説明されている（水産庁 2015b）。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

モニタリング結果を

漁業管理の内容に反

映する仕組みがない 

. 順応的管理の仕

組みが部分的に

導入されている 

. 順応的管理が十

分に導入されて

いる 

 

3.3 共同管理の取り組み 

3.3.1 集団行動 
3.3.1.1 資源利用者の特定 
 本手順書は、公的な許可等に基づいて操業した漁業の漁獲金額の総漁獲金額に占める

割合で資源利用者の特定の評価を行うこととしている。はえ縄漁業と、公的に利用者を

特定できる沖合底びき網漁業、あるいは自由漁業以外の漁業種類による 2016 年までの

漁獲量は、図（成松ほか 2018）から読み取ることができる。ここでは漁獲物の単価は

不明であるため、仮に漁獲量で漁獲金額を示せると考えて、大部分が許可等に基づいて

操業している漁業種類からの漁獲量、漁獲金額であることから、4 点評価が妥当と考え

る。自由漁業であっても岩手海区漁業調整委員会への届出が必要な海面もあることは既

に述べた。以上より 4 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.2 漁業者組織への所属割合 
 青森県の沖合底びき網漁業者は、業種別漁業協同組合八戸機船漁業協同組合を通じて、

青森県漁業協同組合連合会、青森県機船底曳網漁業連合会に、岩手県では、宮古漁業協

同組合を通じて岩手県漁業協同組合連合会、岩手県底曳網漁業協会に、宮城県では、渡

波漁船漁業協同組合、宮城県漁業協同組合、宮城県近海底曳網漁業協同組合、宮城県沖

合底びき網漁業協同組合、福島県では、小名浜機船底曳網漁業協同組合や相馬双葉漁業

協同組合を通じて福島県機船底曳網漁業組合連合会に、それぞれ所属している。各県の

組合等は、全国底曳網漁業連合会という全国組織を設立している。また、沿海地区漁業

協同組合の国レベルの上部組織は、全国漁業協同組合連合会となる。岩手県のその他の

はえ縄漁業者は周年操業を行っており、他漁業種類の操業もあることから、沿海の漁業

協同組合に所属し、上部団体として岩手県漁業協同組合連合会に所属している。実質全

ての漁業者は漁業者団体に属しているため、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.3 漁業者組織の管理に対する影響力 
 沖合底びき網漁業に関しては、太平洋北部沖合性カレイ類資源回復計画が当該海域に

おいてサメガレイ・ヤナギムシガレイ ・キチジ・キアンコウを対象に 2011 年まで実施

されており、保護区の設定等の措置に引き続き取り組む必要があり（水産庁 2017b）、
設定する保護区ではマダラ等も漁獲されており、これら魚種に対する資源増大効果もあ

わせて期待できるとされている（仙台漁業調整事務所 2003）。5 点を配点する。その他

はえ縄漁業では自由漁業であり、岩手海区漁業調整委員会への届出漁業である。県資源

管理指針、資源管理計画においても、その他はえ縄漁業の計画はない。一方で、届出は

沿海地区漁業協同組合を経由して委員会に提出しなければならず、当該漁業協同組合は

底はえ縄漁業操業届出総括表を添付するものとする、と指示されている（岩手海区漁業

調整委員会 2018）。漁協内で他漁業種類と同様に統制はとれていると考える。3 点と評

価する。漁獲量比を勘案して、漁獲量比から両漁業種類を併せて 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織が存在しな

いか、管理に関する活

動を行っていない 

. 漁業者組織の漁業管

理活動は一定程度の

影響力を有している 

. 漁業者組織が管

理に強い影響力

を有している 
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3.3.1.4 漁業者組織の経営や販売に関する活動 
 岩手沖底協会地域水産業再生委員会（2014）の浜の活力再生プランでは、漁業者は､

高付加価値化の取組としてマダラを沖で活〆し、「宮古沖〆マダラ」としてブランドを

確立するとしている。宮城県近海底曵網漁業再生委員（2016）では、底びき網漁業の重

要魚種であるマダラ等の資源管理や高鮮度化による付加価値向上（活魚 及び活〆等）

に取組み収益向上を図っている。宮城県底びき網漁業広域水産業再生委員会（2016）で

は、マダラ等については水揚時にダンベを使用するなど，高品質・高鮮度での供給を図

っている。岩手県底曳網漁業協会が宮古釜石地域プロジェクト（沖合底びき網）改革計

画によって改革型漁船等の収益性改善の実証実験を主導している（岩手県底曳網漁業協

会 2017）。石巻市水産振興協議会は石巻地域プロジェクト底びき網漁業に関する改革計

画によって沖合底びき網漁船の構造改革を主導した（石巻市水産振興協議会 2009）。宮

城県底びき網漁業広域水産業再生委員会における中核的漁業者に宮城県水産業構造改

革支援協会が底びき網漁船の取得等を支援した経過がある（宮城県底びき網漁業広域水

産業再生委員会 2016）。 

 東日本大震災の影響から福島県下では、「浜の活力再生プラン」等の策定は未だ行わ

れていない。福島県ではマダラ等の放射性物質を測定し安全であることを確認し（福島

県 2018）、試験操業から、検査、出荷まで系統立てて組織を挙げて計画、実施を行って

いる（福島県漁業協同組合連合会 2018）。以上のような活動を高く評価し、5 点を配点

する。はえ縄漁業については沿海地区漁業協同組合に付設された産地市場で販売されて

いる。4 点と評価する。併せて両漁業で 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織がこ

れらの活動を行

っていない 

. 漁業者組織の一

部が活動を行っ

ている 

. 漁業者組織が全

面的に活動を行

っている 

 

3.3.2 関係者の関与 
3.3.2.1 自主的管理への漁業関係者の主体的参画 
 当該漁業関係者は、沿海漁業協同組合、業種別漁業協同組合、県漁業協同組合連合会

の部会等諸会議への出席の機会がある。また、国レベルでの会合への選出された委員の

出席も必要である。近年は次期 TAC 候補種として制度策定が可能か否か検討する会合

も開かれている。具体的な資料は乏しいが、代表委員は年間 12 回以上の会議への出席

が必須であると考えられ、4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

なし 1-5日 6-11日 12-24日 1年に24日以上 
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3.3.2.2 公的管理への漁業関係者の主体的参画 
 岩手海区漁業調整委員会は、はえ縄漁業者の所属する沿海地区漁業協同組合の組合員

等により構成されている。太平洋広域漁業調整委員会には、岩手県底曳網漁業協会会長

理事が大臣選任漁業者代表委員として、青森県、岩手県、宮城県、福島県からは海区漁

業調整委員（沿海漁業協同組合役員等）それぞれ県互選委員として参画している（水産

庁 2018b）。マダラ資源が広域魚種、次期 TAC 候補種として報告されてもいる水産政策

審議会資源管理分科会には全国漁業協同組合連合会理事が参画している（水産庁 
2018c）。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし . 形式的あるいは

限定的に参画 

. 適切に参画 

 

3.3.2.3 幅広い利害関係者の参画 
 全国底曳網漁業者連合と岩手県底曳網漁業協会では、水揚げ金額のみではなく沖合底

びき網漁業が石巻や宮古等地域に与える経済効果を算定し、地域経済における沖合底び

き網漁業の重要性を広報する取組も行っている（全国底曳網漁業連合 2017）。若干の遊

漁があるようであるが、海区漁業調整委員会には公益委員も選任されている。水産資源

の適切な保存及び管理に関する施策に係るものを調査審議等する国レベルの水産政策

審議会資源管理分科会には、水産、海事関係の労働組合や自然保護基金等から委員、特

別委員とし参画している（水産庁 2018c）。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし . 部分的・限定

的には関与 

. ほぼすべての主要な利害

関係者が効果的に関与 
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4．地域の持続性 

概要 

漁業生産の状況（4.1） 
 マダラ太平洋北部は、沖合底びき網漁業（青森県、岩手県、宮城県、福島県）、その

他のはえ縄漁業（岩手県）で多くが獲られている。漁業収入のトレンドは高かったもの

の（5 点）、漁業関係資産のトレンドはやや低く（2 点）、収益率のトレンドは低かった

（1 点）。経営の安定性については収入の安定性、漁獲量の安定性は中程度であり（とも

に 3 点）、漁業者組織の財政状況は高かった（5 点）。操業の安全性及び地域雇用への貢

献は高かった（5 点）。労働条件の公平性も中程度であった（3 点）。 

 

加工・流通の状況（4.2） 
 各県とも水揚げ量が多い拠点産地市場がある一方、中規模市場が分散立地している。

買受人は各市場とも取扱量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引によ

る競争原理は概ね働いている（4.2.1.1 は 5 点）。取引の公平性は確保されている（4.2.1.2
は 5 点）。関税は 10%で、IQ も設定されている（4.2.1.3 は 3 点）。卸売市場整備計画に

より衛生管理が徹底されている（4.2.2.1 は 5 点）。 一般的な食材として流通しており、

4.2.2.2 は 3 点となった。 大きな労働災害は報告されておらず（4.2.3.1 は 5 点）、労働条

件の公平性も概ね中程度と想定される（4.2.3.3 は 3 点）。以上より、本地域の加工流通

業の持続性は高いと評価できる。 

 

地域の状況（4.3） 
 水揚げ地では、製氷、冷蔵、冷凍施設や道路、空港などのインフラ整備が進んでおり

（4.3.1.1 と 4.3.1.3 ともに 5 点）、漁労技術の導入や付加価値向上、種苗放流等の技術普

及についての情報が得られた（4.3.1.2 5 点）。公共サービス水準の指標となる財政力指

数は 4 県を平均すると 0.445 と全国平均程度であった（4.3.2.1 3 点）。水産業関係者の

所得は、全国の製造業の平均給与よりも高い額である（4.3.2.2 は 5 点）。文化面につい

ては、各県ともに漁具･漁法に関する伝統的な情報が得られた（4.3.3.1 5 点）、青森県、

岩手県、宮城県では伝統的な調理法・加工法が存在する。（4.3.3.2 5 点）。本地域は水

産業関係者にとって十分に魅力的な地域であると評価できる。 
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評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 
 沖合底びき網漁業（青森県、岩手県、宮城県、福島県）、その他のはえ縄漁業（岩手

県） 

 

② 評価対象都道府県の特定 
 青森県、岩手県、宮城県、福島県 

 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 
 評価対象都道府県における水産業ならびに関連産業について、以下の情報や、その他

後述する必要な情報を集約する。 

1） 漁業種類、制限等に関する基礎情報 
2） 過去 11 年分の年別水揚げ量、水揚げ額 
3） 漁業関係資産 
4） 資本収益率 
5） 水産業関係者の地域平均と比較した年収 
6） 地方公共団体の財政力指標 
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4.1 漁業生産の状況 

4.1.1 漁業関係資産 
4.1.1.1 漁業収入のトレンド 
 漁業収入の傾向として、4.1.2.1 で算出したマダラの漁獲金額データを利用した。た

だし、評価対象のうち福島県の沖合底びき網漁業は、東日本大震災に伴う原発事故の

影響により操業自粛を余儀なくされ、現在はモニタリングの結果から安全が確認され

た魚種に限定して小規模な試験操業と販売を行っているところである（福島県漁連

HP）。今回の評価対象種であるマダラについても試験操業が行われているが、これら

のデータを用いて本評価を行うことは適当ではない。したがって、福島県に限り震災

前（2006～2010 年）の漁獲量・漁獲金額データを用いて評価を行った。過去 10 年

（福島県は 2006～2010 年）のうち上位 3 年間の漁獲金額の平均と昨年の漁獲金額の比

率を各県各漁業（青森県太平洋北区（沖合底びき網（以下、沖底））・岩手（沖底、そ

の他のはえ縄）・宮城（沖底）・福島（沖底））について算出したところ、その加重（重

みづけ）平均は約 1.01 となった。各県の比率が概ね 0.8 を超えており、また 2015 年漁

獲金額は震災前の漁獲金額を超えていることから、漁業収入は高い水準に回復しつつ

あると言える。以上より、5 点を配点する（青森県太平洋北区: 5 点、岩手県: 5 点、宮

城県: 5 点、福島県: 4 点）。 

1点 2点 3点 4点 5点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 

 

4.1.1.2 収益率のトレンド 
 沖合底びき網漁業許可船名簿（水産庁 2016）によれば、青森県の沖合底びき網漁船

については、0～50 トンが 2 隻、50～100 トンが 1 隻、100～200 トンが 15 隻となって

いる。岩手県、宮城県、福島県の沖合底びき網漁業については、岩手県が 50～100 ト

ンクラスが 10 隻、宮城県は～50 トンクラスが 13 隻、50～100 トンクラスが 11 隻、福

島県は～50 トンクラスが 32 隻、50～100 トンクラスが 1 隻となっている。ただし、漁

業経営体調査報告には 50 トン未満船のデータがないので、同調査の 100～200 トンク

ラス（会社経営体）、50～100 トンクラス（個人経営体・会社経営体）の経営データの

みを用いる。 

 「会社経営体調査」の「沖合底びき網漁船」のうち「100～200 トン」のカテゴリの

データについて、2012～2016 年の 5 年間の「漁撈利益」／「漁業投下固定資本合計」

は、過去 5 年間全てマイナスでその平均は－0.23 であった。また、「個人経営体調査報

告」の「沖合底びき網」の「50～100 トン」の 2011 年～2015 年（2016 年は漁撈純収

益データがないため）のデータでは、5 年間の「漁撈純収益」／「漁業投下固定資本
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合計」の平均値は－0.48 であった。また、「会社経営体調査報告」の「沖合底びき網」

の「50～100 トン」の 2012～2016 年の「漁撈利益」／「漁業投下固定資本合計」の平

均値は－0.27 であった。「個人経営体」「会社経営体」、「100～200 トン」「50～100 ト

ン」ともにマイナスなので沖底漁業については 1 点を配する。 

 次にはえ縄漁業（岩手県）であるが、同県のはえ縄漁業漁船のトン数に関する詳細な

データがないので、ここでは「個人経営体調査報告」の「その他のはえ縄漁業」のうち

「3～5 トン」「10～20 トン」両方のデータを用いて、その結果を勘案して評価値とする。

この 2011～2015 年（直近の 2016 年は漁撈純収益のデータがない）の 5 年間の「漁撈純

収益」／「漁業投下固定資本合計」は、3～5 トンで－0.45、10～20 トンの階層で－0.01
だった。したがって両階層ともマイナスなので、はえ縄漁業については 1 点を配する。 

沖合底びき網漁業・はえ縄漁業双方とも 1 点だったので、漁業の収益率のトレンドにつ

いては 1 点を与える。 

1点 2点 3点 4点 5点 

0.1未満 0.1-0.13 0.13-0.2 0.2-0.4 0.4以上 

 

4.1.1.3 漁業関係資産のトレンド 
 沖合底びき網漁業許可船名簿(水産庁 2016)によれば、青森県の沖合底びき網漁船に

ついては、0～50 トンが 2 隻、50～100 トンが 1 隻、100～200 トンが 15 隻となってい

る。各県の沖合底びき網漁業についてみると、岩手県では 50～100 トンクラスが 10 隻、

宮城県は～50 トンクラスが 13 隻、50～100 トンクラスが 11 隻、福島県は～50 トンク

ラスが 32 隻、50～100 トンクラスが 1 隻となっている。ただし、漁業経営体調査報告

には 50 トン未満船のデータがないので、同調査の 100～200 トンクラス(会社経営体）、

50～100 トンクラス(個人経営体・会社経営体)の経営データのみを用いる。 

 「会社経営体調査」の「沖合底びき網漁船」のうち「100～200 トン」のカテゴリのデ

ータについて、過去 10 年間のうち上位 3 年の漁業投下固定資本の平均値は 175,812 千

円で、直近の 2016 年の漁業投下固定資本の値は 160,281 円である。その割合は 91%な

ので、4 点となる。「個人経営体調査報告」の「沖合底びき網」の「50～100 トン」階層

は、2011 年から 2016 年までしかデータが存在せず、正しい評価を下せないため、除外

する。「会社経営体調査報告」の「50～100 トン」階層は、2007～2016 年までデータが

存在し、直近の 2016 年の漁業投下固定資本は 56,565 千円、一方過去 10 年のうち も

多い過去 3 ヵ年の漁業投下固定資本額の平均値は 109,240 千円であった。したがって、

直近の割合は 52%である。このことから 2 点を与える。 

 次にはえ縄漁業（岩手県）であるが、同県のはえ縄漁業漁船のトン数に関する詳細な

データがないので、ここでは「個人経営体調査報告」の「その他のはえ縄漁業」のうち
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「3～5 トン」「10～20 トン」両方のデータを用いて、その結果を勘案して評価値とする。

2007～2016 年の 10 年間の上位 3 年の漁業投下固定資本の平均値は、「3～5 トン」で

3,635 千円、「10～20 トン」で 5,599 千円である。これに対し、直近 2016 年の漁業投下

固定資本は「3～5 トン」が 1,187 千円、「10～20 トン」が 1,827 千円で、割合としては

両方とも 33%であった。したがって、はえ縄漁業では両階層とも 1 点を配する。 

 沖底漁業の「50～100 トン」「100～200 トン」、はえ縄漁業「3～5 トン」「10～20 ト

ン」、それぞれの点数は 2 点、4 点、1 点、1 点となっている。各漁業・階層での詳細な

漁獲量は不明だが、4 点をつけた沖底漁業「100～200 トン」は青森県の沖底漁業のみで、

マダラの漁獲量全体に占めるシェアはさほど高くない。このため、他の漁業とのバラン

スを考え、2 点が妥当な点数と考える。したがって 2 点を配するものとする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 

 

4.1.2 経営の安定性 
4.1.2.1 収入の安定性 
 漁業種類ごとの漁獲金額が公表されていないことから、農林統計（市町村別結果から

の積算集計（2007～2017 年））より、各県のマダラ漁獲量に占める評価対象漁業種類に

よる同漁獲量の割合を年別で算出し、これを各県の魚種別漁業生産額（農林水産省 2007
～2017）に乗じることにより、県別漁業種類別のマダラ漁獲金額を求めた。 近 10 年

間（福島県は 2006～2010 年）の沖合底びき網漁業におけるマダラ漁獲金額の安定性を

評価した。各県における 10 5）年間の平均漁獲金額とその標準偏差の比率を求めると、

その加重平均は約 0.40 となった。以上より、3 点を配点する（青森県太平洋北区: 4 点、

岩手県: 2 点、宮城県: 2 点、福島県: 3 点）。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.2 漁獲量の安定性 
 農林統計（市町村別結果からの積算集計（2007～2017 年））を参照し、 近 10 年間

（福島県は 2006～2010 年）における各県の沖合底びき網漁業のマダラ漁獲量の安定性

を評価した。10（5）年間の平均年間漁獲量とその標準偏差の比率を求めると、その加

重平均は約 0.38 となった。以上より、3 点を配点する（青森県太平洋北区: 4 点、岩手

県: 3 点、宮城県: 2 点、福島県: 3 点）。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 
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4.1.2.3 漁業者団体の財政状況 
 マダラ（太平洋北部）は、沖合底びき網（青森県（太平洋北区）、岩手県、宮城県、福

島県）、その他のはえ縄（岩手県）で主に漁獲されている。 

 沖合底びき網漁業経営体は各県の底曳網関連組合/協会に所属したうえで全国底曳網

漁業連合会に所属している（全国底曳網漁業連合会 2017a）。各県の組合/協会の財政状

況を判断する資料は公開されていないものの、その上部団体である全国底曳網漁業連合

会の貸借対照表及び正味財産増減計算書に財政状況が示されており、黒字であった（全

国底曳網漁業連合会 2017b）。 

 その他のはえ縄漁業経営体は、沿海漁業協同組合に所属している。岩手県の沿海漁業

協同組合の 1 組合当たりの平均経常利益は黒字であった（水産庁 2017a）。以上より 5
点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

経常利益が赤字、

もしくは情報無し 

. . . 経常利益が黒字

になっている 

 

4.1.3 就労状況 
4.1.3.1 操業の安全性 
 平成 28 年の各県の水産業における労働災害による死亡者数は、青森県 0 人、岩手県

0 人、宮城県 0 人、福島県 0 人であった（厚生労働省青森労働局 2016、厚生労働省岩手

労働局 2016、厚生労働省宮城労働局 2016、厚生労働省福島労働局 2016）。その他に、

死亡者の報告はみられない。そのため、評価対象漁業の 1,000 人漁期当たり死亡者数の

平均は 0 人である。以上より、5 点を配点する。なお、各県別に評価した場合、青森県

5 点、岩手県 5 点、宮城県 5 点、福島県 5 点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人漁期当

たりの死亡事故

1.0人を超える 

0.75-1.0人未満 0.5-0.75人未満 0.25-0.5人未満 1,000人漁期当

たりの死亡事故

0.25人未満 

 

4.1.3.2 地域雇用への貢献 
 「組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする」（水産業協同組合法

第 1 章第 6 条）、またその組合員も「組合の地区内に住所を有する」必要がある（同法

第 2 章第 4 節第 18 条）。そして連合会の会員も「連合会の地区内に住所を有する」必要

がある（同法第 4 章第 88 条)。国際研修協力機構（2017）によれば、技能実習制度を活

用した外国人労働者についても、船上において漁業を行う場合、その人数は実習生を除

く乗組員の人数を超えてはならないと定められている。こうした現状から、外国人の技
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能実習生を含め、ほぼすべての漁業者は、地域内に居住または雇用されていることにな

り、地域経済に貢献していると言える。以上より、5 点を配点する（青森県太平洋北区: 
5 点、岩手県: 5 点、宮城県: 5 点、福島県: 5 点）。 

1点 2点 3点 4点 5点 

事実上いない 5-35% 35-70% 70-95% 95-100% 

 

4.1.3.3 労働条件の公平性 
 2018 年 2 月 5 日現在で公表されている労働基準関係法令違反による送検事案の件数

は、青森県において 10 件（厚生労働省青森労働局 2018）、岩手県において 8 件（厚生

労働省岩手労働局 2018）、宮城県において 4 件（厚生労働省宮城労働局 2018）、福島県

において 10 件（厚生労働省福島労働局 2018）であった。うち、宮城県の 1 件が漁業関

係会社であった。他産業では、賃金の不払いや 低賃金以上の賃金を払っていなかった

事例や、外国人技能実習生に対する違法な時間外労働を行わせた事例等があったものの、

上記の宮城県の漁業関係会社の送検事例は労働者の安全確保の不備に関するものであ

り、マダラ漁業における労働条件の公平性は低いものではないと考えられる。以上より

3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

能力給、歩合制

を除き、一部被

雇用者のみ待遇

が極端に悪い 

. 能力給、歩合制を

除き、被雇用者に

よって待遇が極端

に違わない 

. 能力給、歩合以

外の面での待遇

が平等である 

 

4.2 加工・流通の状況 

 マダラ太平洋北部を漁獲している主な漁業は、沖合底びき網（青森県（太平洋北区）、

岩手県、宮城県、福島県）、その他のはえ縄（岩手県）である。各県の当該漁業による

マダラの加工流通状況に関する十分な情報がないものについては、各県全体の産地市場

や産地水産加工場について評価する。 

4.2.1 市場の価格形成 
 ここでは各水揚げ港（産地市場）での価格形成の状況を評価する。 

4.2.1.1 買受人の数 
 青森県には 40 か所に産地市場がある。このうち年間取扱量が 500 トン未満の小規模

市場が 15 市場あるものの、半分以上は年間 1,000 トン以上の中規模市場であり、年間 3
万トン以上の二つの拠点産地市場がある。買受人数に着目すると、50 人以上登録され

ている市場が 4 市場、20～50 人未満の登録が 18 市場、10～20 人未満の登録が 7 市場あ
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る一方、買受人が 10 人未満の小規模市場が 11 市場ある。買受人は各市場とも取扱い数

量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引による競争原理は概ね働いて

いる。（農林水産省（2014a）2013 年漁業センサス青森県） 

 岩手県には 14 か所に産地市場がある。このうち年間取扱量が 100～500 トン未満の市

場が 2 市場あるものの、それ以外は年間 1,000 トン以上の中規模以上の市場であり、う

ち二つは拠点産地市場となっている。買受人数に着目すると、50 人以上登録されてい

る市場が 5 市場、20～50 人未満の登録が 6 市場、10～20 人未満の登録が 3 市場ある一

方、買受人が 10 人未満の小規模市場はない。買受人は各市場とも取扱い数量の多寡に

応じた人数となっており、セリ取引、入札取引による競争原理は概ね働いている。（農

林水産省（2014b）2013 年漁業センサス岩手県） 

 宮城県には 10 か所に産地市場がある。このうち年間取扱量が 100 トン未満の市場が

1 市場、100～500 トン未満の市場が 2 市場ある一方、年間 1 万トン以上の拠点市場が 5
市場あり、この 5 か所で全体の取扱量の 5 割を占める。買受人数に着目すると、50 人

以上登録されている市場が 7 市場、20～50 人未満の登録が 1 市場、10～20 人未満の登

録が 1 市場ある。一方 5 人未満の小規模市場は 1 市場にとどまる。小買受人は各市場と

も取扱い数量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引による競争原理は

概ね働いている。（農林水産省（2014c）2013 年漁業センサス宮城県） 

 福島県には 12 ヶ所に産地市場がある。このうち年間取扱量が 100～500 トン未満の市

場が 2 市場あるものの、7 市場は年間 1,000 トン以上の中規模市場であり、二つが拠点

産地市場となっている。買受人数に着目すると、50 人以上登録されている市場が 1 市

場、20～50 人未満の登録が 6 市場、10～20 人未満の登録が 4 市場あるが、買受人が 10
人未満の小規模市場が 1 市場ある。買受人は各市場とも取扱い数量の多寡に応じた人数

となっており、セリ取引、入札取引による競争原理は概ね働いている。（農林水産省

（2009a）2008 年漁業センサス福島県） 

 各道県とも、水揚げ量が多い拠点産地市場がある一方、中規模市場が分散立地してい

る。買受人は各市場とも取扱い数量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札

取引による競争原理は概ね働いている。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

. 少数の買受人の

調整グループ 

. 非常に競争的で

ある 

 

4.2.1.2 市場情報の入手可能性 
 青森県、岩手県、宮城県、福島県のいずれの県においても、卸売市場整備計画では、

施設の整備、安全性確保、人の確保等と並んで、取引の公平性・競争性の確保が記載さ
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れ、取引環境が整備されている（青森県 2017、岩手県 2016、宮城県 2016、福島県 2016）。 

 各県とも、水揚げ情報、入荷情報、セリ・入札の開始時間、売り場情報については公

の場に掲示されるとともに、仲買人の事務所に電話・ファックスなどを使って連絡され

るなど、市場情報は仲買人に公平に伝達されている。これによりセリ取引、入札取引に

おいて競争の原理が働き、公正な価格形成が行われている。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

. 信頼できる価格と量の情報

が、次の市場が開く前に明

らかになり利用できる 

. 正確な価格と量

の情報を随時利

用できる 

 

4.2.1.3 貿易の機会 
 2017 年 4 月 1 日時点でのマダラの実効輸入関税率は基本 10%であり、塩蔵などの加

工製品は 15%となっている（日本税関「輸入統計品目表（実行関税率表）実行関税率表

（2017 年 4 月 1 日版）」（日本税関 2017）。また非関税障壁にあたる輸入割当の対象と

なっている（経済産業省「輸入割当て（ＩＱ）対象水産物の属名、製品形態等の一覧」

（経済産業省 2017）。関税、非関税障壁を平均して評点した。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

貿易の機会を与

えられていない 

. 何らかの規制に

より公正な競争

になっていない 

. 実質、世界的な競争

市場に規制なく参入

することが出来る 

 

4.2.2 付加価値の創出 
 ここでは加工流通業により、水揚げされた漁獲物の付加価値が創出される状況を評価

する。 

4.2.2.1 衛生管理 
 青森県内の産地卸売市場及び小規模市場は、第 10 次青森県卸売市場整備計画（青森

県 2017）に則り、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている。また、

「H-HACCP（青森ハサップ：青森県食品衛生自主衛生管理認証制度」を制定し、衛生管

理の徹底を図っている（青森県 2018）。 

 岩手県内の産地卸売市場及び小規模市場は、第 10 次岩手県卸売市場整備計画（岩手

県 2016）に則り、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている。また、

「いわて水産業地域ハサップ」を制定し、衛生管理の徹底を図っている（岩手県 2018）。
岩手県の種市南漁業協同組合が営む「洋野町営八木魚市場」、宮古漁業協同組合が営む

「宮古魚市場」、大船渡魚市場株式会社が営む「大船渡市魚市場」では、水産物フード

システム品質管理体制推進事業（水産庁）を使って、水産物産地市場の品質・衛生管理
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に取り組んでいる（海洋水産システム協会 2018a, b, c）。 

 宮城県内の産地卸売市場及び小規模市場は、第 10 次宮城県卸売市場整備計画（宮城

県 2016）に則り、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている。また、

「みやぎ食品衛生自主管理認証制度」を制定し、衛生管理の徹底を図っている（宮城県 
2017）。仙台市では「仙台市食品衛生自主管理評価制度（仙台 HACCP）」を制定し、衛

生管理の徹底を図っている（仙台市 2016）。 

 福島県では、第 9 次福島県卸売市場整備計画（福島県 2016）に則り、県内の産地卸

売市場及び小規模市場は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている。 

 以上のように各県とも、卸売市場整備計画に則り、産地卸売市場及び小規模市場は、

県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている。また、各県とも、食品の安

全性を確保するための自主的管理認定制度を制定しており、県・市町村の衛生基準と併

せて、衛生管理が徹底されている。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

衛生管理が不十

分で問題を頻繁

に起こしている 

. 日本の基準を満

たしている 

. 高度衛生管理を

行っている 

 

4.2.2.2 利用形態 
 震災の影響を考慮して、2010 年の統計を利用した（農林水産省 2011）。青森県（太平

洋北区）の産地市場では 81%のマダラが生鮮食用として流通し、その他は食用加工用で

あった。岩手県では 64%が生鮮食用で流通し、その他は食用加工用であった。宮城県で

は 55%が生鮮食用で流通し、その他は食用加工用であった。福島県では 16%が生鮮食

用、49%が食用加工用、35%が餌料用であった。福島県は 1 点で、他の 3 県は 3 点であ

る。漁獲量で重み付けし、当該 4 県の平均配点を四捨五入して 3 点を配点した。 

1点 2点 3点 4点 5点 

魚粉/動物用餌/餌

料/消費されない 

. 中級消費用（冷

凍、大衆加工品） 

. 高級消費用（活魚、

鮮魚、高級加工品） 

 

4.2.3 就労状況 
4.2.3.1 労働の安全性 
 平成 28 年の各県の食品製造業における労働災害による死亡者数は、青森県 0 人、岩

手県 0 人、宮城県 1 人、福島県 2 人であった（厚生労働省青森労働局 2016、厚生労働

省岩手労働局 2016、厚生労働省宮城労働局 2016、厚生労働省福島労働局 2016）。食料

品製造業従事者数は、利用可能な 新のデータ（平成 26 年）では、宮城県 25,151 人、



 
 

71 

福島県 16,443 人であった（経済産業省 2014）。したがって、1,000 人当たり年間死亡者

数は、青森県 0 人、岩手県 0 人、宮城県 0.0398 人、福島県 0.1216 人となり、平均値は

0.040 人となる。以上より、5 点を配点する。なお、各県別に評価した場合、青森県 5 点、

岩手県 5 点、宮城県 5 点、福島県 5 点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人年当た

りの死亡事故1

人を超える 

1人未満0.6人以

上 

0.6人未満0.3人

以上 

0.3人未満0.1人

以上 

1,000人年当た

りの死亡事故

0.1人未満 

 

4.2.3.2 地域雇用への貢献 
 水産加工業経営実態調査（水産庁 2017b）によれば、マダラ太平洋北部を多く漁獲す

る青森県・岩手県・宮城県・福島県における水産加工業経営体数の全国平均に対する値

は、各県順番に 1.21（4 点）、0.91（3 点）、1.95（4 点）、0.60（3 点）で、平均して四捨

五入すると 4 点であった。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

0.3未満 0.3以上0.5未満 0.5以上1未満 1以上2未満 2以上 

 

4.2.3.3 労働条件の公平性 
 2018年2月5日現在公表されている労働基準関係法令違反による送検事案の件数は、

青森県において 10 件（厚生労働省青森労働局 2018）、岩手県において 8 件（厚生労働

省岩手労働局 2 018）、宮城県において 4 件（厚生労働省宮城労働局 2018）、福島県にお

いて 10 件（厚生労働省福島労働局 2018）であった。うち、青森県の 2 件が水産物を扱

っている可能性のある食品加工・流通の会社であった。労働者の安全に関わる事例のほ

かに、違法な時間外労働を行わせたものが 1 件あったものの、マダラに関わる加工・流

通における労働条件の公平性は低いものではないと考えられる。以上より 3 点を配点す

る。 
1点 2点 3点 4点 5点 

能力給、歩合制を除き、

一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは問

題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、

被雇用者によって待遇が

極端には違わず、問題も

報告されていない 

. 待遇が公平であ

る 

 

4.3 地域の状況 

4.3.1 水産インフラストラクチャ 
4.3.1.1 製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 
 青森県における冷凍・冷蔵倉庫数は 161 工場、冷蔵保存能力は 333,510 トン（1 工場
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当たり 2,316 トン）、1 日当たり凍結能力は 6,318 トン（1 工場当たり 1 日当たり凍結能

力 44 トン）である。水揚げ量に対する必要量を満たしている。（農林水産省（2014d）
2013 年漁業センサス青森県） 

 岩手県における冷凍・冷蔵倉庫数は 145 工場、冷蔵保存能力は 144,650 トン（1 工場

当たり 1,064 トン）、1 日当たり凍結能力 3,680 トン（1 工場当たり 1 日当たり凍結能力

30 トン）である。水揚げ量に対する必要量を満たしている。（農林水産省（2014e）2013
年漁業センサス岩手県） 

 宮城県における冷凍・冷蔵倉庫数は 183 工場、冷蔵保存能力は 494,183 トン（1 工場

当たり 2,761 トン）、1 日当たり凍結能力 6,551 トン（1 工場当たり 1 日当たり凍結能力

52 トン）である。水揚げ量に対する必要量を満たしている。（農林水産省（2014f）2013
年漁業センサス宮城県） 

 福島県における冷凍・冷蔵倉庫数は 63 工場、冷蔵保存能力は 109,759 トン（1 工場当

たり 989 トン）、1 日当たり凍結能力 1,439 トン（1 工場当たり 1 日当たり凍結能力 13
トン）である。水揚げ量に対する必要量を満たしている。（農林水産省（2009b）2008 年

漁業センサス福島県） 

 各県ともに、好不漁によって地域間の需給アンバランスが発生することもあるが、商

行為を通じて地域間の調整は図れている（均衡が保たれている）。地域内における冷凍・

冷蔵能力は水揚げ量に対する必要量を満たしている。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

氷の量は非

常に制限さ

れる 

氷は利用できる

が、供給量は限ら

れ、しばしば再利

用されるか、溶け

かけた状態で使用

される 

氷は限られ

た形と量で

利用でき、

も高価な

漁獲物のみ

に供給する 

氷は、いろいろな形

で利用でき、そし

て、氷が必要なすべ

ての魚に対し新鮮な

氷で覆う量を供給す

る能力がある 

漁港において氷

がいろいろな形

で利用でき、冷

凍設備も整備さ

れている。 

 

4.3.1.2 先進技術導入と普及指導活動 
 青森県では、漁協青年部を中心とする漁業者が、青森県水産増殖センター（現 青森

県産業技術センター水産総合研究所）と連携して、親魚の標識放流、受精卵放流及び孵

化仔魚放流、中間育成、種苗放流に継続的に取り組んできた結果、安定した漁獲量と漁

獲金額を見込めるようになるなど、積極的な先進技術導入がおこなわれている（中村 
1996）。岩手県における沖合底びき網漁業では、往復航行時および曳網時における主機

関の省エネ対策のための省エネ型漁船の導入、省コスト操業のためのトロールセンサー

システムの導入、水揚げ作業の省力化・省人化のためのベルトコンベアーの新規開発、

漁獲物の付加価値向上のための滅菌海水および海洋深層水氷の導入など、先進技術導入
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が積極的におこなわれている（岩手県底曳網漁業協会 2017）。宮城県では、漁獲物の高

鮮度化及び付加価値向上のために、水揚げ時のスカイタンクの使用、ナノバブル低酸素

海水およびナノバブル低酸素氷（宮城県沖合底びき網漁業再生委員会 2018）の使用な

ど先進技術導入が積極的におこなわれている。なお、福島県における沖合底びき網漁業

と岩手県におけるその他のはえ縄漁業に関しては、 新技術導入に関する資料・報告は

入手できなかった。 

 青森県では、地方独立行政法人青森県産業技術センター水産総合研究所が、平成 17
年度から現在までの漁況および海況情報を公開している（青森県産業技術センター水産

総合研究所 2018）。岩手県では、岩手県水産技術センターが漁況および海況情報を公開

している（岩手県水産技術センター 2018a; 2018b; 2018c）。宮城県では、宮城県水産技

術総合センターが、平成 21 年度から現在までの漁況および海況情報を公開している（宮

城県 2018）。福島県では、福島県水産試験場が、平成 15 年度から現在までの漁況（試

験操業）および海況情報を公開している（福島県 2018）。 

 よって、青森県、岩手県、宮城県には 5 点、福島県には 3 点を配点する。以上より総

合配点は 5 点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

普及指導活動が

行われていない 

. 普及指導活動が

部分的にしか行

われていない 

. 普及指導活動が行

われ、 新の技術

が採用されている 

 

4.3.1.3 物流システム 
 Google Map により、マダラを主に水揚げしている青森県（太平洋北区）、岩手県、宮

城県、福島県の漁港から、地方及び中央卸売市場、貿易港、空港などの物流拠点までか

かる時間を検索すると、幹線道路（青森県は海路も含む）を使えば複数の主要漁港から

中央卸売市場への所要時間は遅くとも 2 時間前後であり、ほとんどの漁港から地方卸売

市場までは 1 時間以内で到着できることが分かる。また空港、貿易港までも遅くとも 2
時間以内に到着可能であり、経営戦略として自ら貿易の選択肢を選ぶことも可能である。

以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

主要物流ハブへ

のアクセスがな

い 

. 貿易港、空港のいずれ

かが近くにある、もし

くはそこへ至る高速道

路が近くにある 

. 貿易港、空港のいずれ

もが近くにある、もし

くはそこへ至る高速道

路が近くにある 
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4.3.2 生活環境 
4.3.2.1 自治体の財政状況 
 各地域の公共サービス水準の指標となる、関係県の財政収入額を需要額で除して求め

られた財政力指数をみた。財政力指数の値は、青森県が 0.3319、岩手県が 0.3412、宮城

県が 0.5960、福島県が 0.5095 であり、平均値は 0.445 となる（総務省 2017）。以上より、

3 点を配点する。なお県別に評価した場合、青森県 2 点、岩手県 2 点、宮城県 3 点、福

島県 3 点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

その自治体の財

政力指標が0.2

以下 

その自治体の財

政力指標が0.2-

0.4 

その自治体の財

政力指標が0.4-

0.6 

その自治体の財

政力指標が0.6-

0.8 

その自治体の財

政力指標が0.8

以上 

 

4.3.2.2 水産業関係者の所得水準 
 マダラ太平洋北部系群を漁獲している 4 県の沖合底びき網（青森県、岩手県、宮城県、

福島県）漁業の所得水準は、それぞれ 286,575 円（4 点）、542,728 円（5 点）、606,498 円

（5 点）、547,073 円（5 点）（福島県は情報が入手できなかったため、全国平均で代替）

であった（国土交通省 2017）。厚生労働省（2017）による 5 県の企業規模 10～99 人の

男性平均月給の平均は、青森で 257,700 円、岩手で 248,800 円、宮城で 295,100 円、福島

で 277,200 円となった。また国税庁（2018）平成 27 年度「民間給与実態統計調査結果」

第 7 表企業規模別及び給与階級別の給与所得者数・給与額（役員）によると、全国の資

本金 2,000 万円以下の企業役員の平均月給与額は 459,583 円となっており、沖合底びき

の役員クラスの持代（歩）数は 1.29 となっているため、369,682 円（青森県役員 2 点）、

700,119 円（岩手県役員、5 点）、782,382 円（宮城県役員、5 点）、705,724 円（福島県役

員、5 点）となり、多くの県で全国の製造業の平均給与よりも高い給与額であることが

わかる。したがって、全国または同地域内の製造業従事者平均ならびに中小企業役員平

均と比較しても、競争力のある産業であることがわかる。平均を四捨五入して評点し、

5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

所得が地域平

均の半分未満 

所得が地域平

均の50-90% 

所得が地域平均

の上下10%以内 

所得が地域平均

を10-50%超える 

所得が地域平均

を50%以上超える 

 

4.3.3 地域文化の継承 
4.3.3.1 漁具漁法における地域文化の継続性 
 青森県の沖底は、新漁場開発には高い関心と意欲を持っており、1954 年は 15 隻の調

査船を出漁させ、翌 1955 年は 27 隻を送り出した。漁場は南千島沖合であった。この漁

場での漁期は、メヌケ類を主な漁獲対象とする夏の漁期と、タラを主な漁獲対象とする
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冬の漁期とに大別することができた（青森県 1989）。 

 岩手県沖底の使用漁船は、1960 年代前半には 32～33 トンのサイド式木船であったが、

北海道沖底の 124 トン型スターン式鋼船を小型化した 42 トンのスターン式鋼船が、

1967 年に新潟鉄工の支援を受けて試験的に建造され、スターン式の先鞭をつけた（松

浦 2008）。 

 宮城県沖底で網口開口板を使用する板曳網漁業は、省人省力化のうえでも、又、資材

費の節減のうえでも、かけまわし漁法に比べて経営の安定に寄与する面が大きい。しか

し、他種漁業との調整上及び資源上の問題から現在では千葉県、茨城県、福島県では許

可され、北海道沖合、中南部千島海域及び宮城県沖合の既存漁場において試験操業が認

められて実施されているにすぎない（金田 2005）。 

 福島県相馬原釜の底びき網では、1979 年頃から始まったスターン式導入が、乗組員

数の削減と作業量の軽減、さらには作業時の安全確保にも大きく役立つこととなった。

こうしたことから、所属底曳船は全船たちまちこの方式に転換していった（原釜・尾浜・

松川郷土史研究会 1999）。これらの経緯は、伝統的な漁具漁法を継承しつつ発展してき

た地域の漁業を示しており、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁具・漁法に地

域の特徴はない 

. 地域に特徴的な、あるい

は伝統的な漁具・漁法は

既に消滅したが、復活保

存の努力がされている 

. 地域に特徴的な、あ

るいは伝統的な漁

具・漁法により漁業

がおこなわれている 

 

4.3.3.2 加工流通技術における地域文化の継続性 
 青森県については、上田（1986）によれば、「青森県では寒たらがとれる時分につく

るのが、三平汁である。地元の漁師は、焼いたり漬けたりすると漁がなくなるといっ

て、三平汁以外はあまりつくらない。まず、こんぶだしをとり、大根を大きくそぎ切

りにしたり、いちょう切りにしたりして入れて、煮えたところで三枚におろしたたら

を入れ、塩で味をつけ、斜め薄切りにしたねぎを散らして、熱いところを食べる。寒

たらがとれると、楽しみはきく（たらの白子）である。」という記述がある。 

 岩手県については、「たらは、「寒だら」といわれるように寒中は身がしまっていて

おいしい。とくに、まだらは刺身が 高だ。そのほか、汁もの、煮つけ、塩焼きなど

なんでもよい。きく（白っ子）もうまい。生きのいいのは、生のまま酢醤油で食べ

る。吸いものにすれば、家族みんなが喜ぶ。たらこは、皮をかぶったまま醤油で煮た

り、野菜の「こあえ」にしたりする。小さめのたらは、内臓だけとって塩干しにし、

生魚のないときのおかずにする」という報告がある（大森 1984）。 
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 同様に宮城県では、「まだらを三枚におろして煮魚にしたあとの、頭と中骨は、ぶつ

切りにしてあら汁にして楽しむ。具は大根、にんじん、二度いも（じゃがいも）、ごぼ

う、それに豆腐とねぎがはいれば、上々のあら汁ができあがる」と報告されている。

（高橋 1990）。また、塩蔵は、塩漬けによる長期の保蔵を目的として、古くから行わ

れてきた加工法であり、宮城県では「ぶあたら」とも称され、宮城県の塩蔵たらの生

産量は、全国の約 80%を占めている（郷古 2005）。以上のような伝統的な加工料理法

が今でも引き継がれていることから、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

加工・流通技術

で地域に特徴的

な、または伝統

的なものはない 

. 地域に特徴的な、あるいは

伝統的な加工・流通技術は

既に消滅したが、復活保存

の努力がされている 

. 特徴的な、あるいは

伝統的な加工・流通

がおこなわれている

地域が複数ある 
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5．健康と安全・安心 

5.1 栄養機能 

5.1.1 栄養成分 
 マダラの栄養成分は、表のとおりである（文部科学省 2016）。 
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5.1.2 機能性成分 

5.1.2.1 ビタミン 

 マダラの肝臓に含まれる肝油にはビタミン Aと Dが多く、ビタミン Aは、視覚障害

の予防に効果があり、ビタミン Dは骨の主成分であるカルシウムやリンの吸収に関与

している（大日本水産会 1999）。 

 

5.1.2.2 タウリン 

 マダラには、可食部 100g 中に 135mg 含まれている（大日本水産会 1999）。アミノ酸

の一種で、動脈硬化予防、心疾患予防、胆石予防貧血予防、肝臓の解毒作用の強化、

視力の回復等の効果がある（水産庁 2014）。 

 

5.1.3 旬と目利きアドバイス 

5.1.3.1 旬 

 マダラの旬は，12 月から 2月である（多紀ほか 1999）。 

 

5.1.3.2 目利きアドバイス 

 鮮度が良いものは、以下の特徴があり目利きのポイントとなる。 

①体表の光沢が良く、斑点や模様が鮮やかである。②鱗がはがれていない。③目が澄

んでいる。④鰓が鮮やかな赤色である。⑤臭いがしない。⑥腹部がかたくしっかりし

ていて、肛門から内容物が出ていない（須山・鴻巣 1987）。 

 

5.2 検査体制 

5.2.1 食材として供する際の留意点 

5.2.1.1 生食におけるアニサキス感染 

 マダラにはアニサキス幼虫が寄生していることがある。アニサキス幼虫は、摂餌等

の際に口から入り、消化管から腹腔内へ移動して、内臓表面に寄生するが、魚の死
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後、筋肉へ移動して筋肉内に寄生する。刺身など生食の際に、アニサキス幼虫が取り

込まれると、まれに消化管に食い込むことで、急性または慢性の腹痛、嘔吐、下痢な

どが引き起こることがある（アニサキス症という）。 

 予防には、①新鮮な魚を用いる、②内臓を速やかに取り除く、③目視で確認し、ア

ニサキス幼虫を取り除く、④生の内臓を提供しない、⑤加熱（70℃以上で死滅）およ

び冷凍（-20℃で 24 時間冷凍することで感染性を失う）が有効である（厚生労働省

2017）。 

 

5.2.1.2 鮮度低下による品質劣化 

 マダラは、鮮度低下が早いため、刺身などには現地で獲れたてのものを使用しなけ

ればならない。（上記のとおり、刺身など生食にはアニサキス感染には注意が必要であ

る。） 

魚肉中にトリメチルアミンオキシドが多く含まれ、鮮度低下により、トリメチルアミ

ンに分解し、魚臭を発生する。 

 

5.2.1.3 冷凍魚肉のスポンジ化 

凍結貯蔵したマダラの全魚体またはフィレーを解凍したとき、肉質が水を含んだ多

孔質のものになるスポンジ化が起こりやすい。マダラ筋肉は、窒素ガスを多く含み、

凍結過程で窒素ガスが膨張する。さらに、筋肉内に多量に含まれるトリメチルアミン

オキシド（TMAO）が凍結保管中に酵素作用によりホルムアルデヒドを生成する。この

反応により筋肉はホルムアルデヒド硬化してゴム状となりスポンジ化が生ずる。タラ

類の保管には-40℃程度の低温が望ましい（福田 2010）。 

 

5.2.2 流通における衛生検査および関係法令 

 生食用生鮮魚介類では、食品衛生法第 11 条より、腸炎ビブリオ 確数が 100/g 以下

であることと成分規格が定められている。 

 

5.2.3 特定の水産物に対して実施されている検査や中毒対策 

本種に特に該当する検査は存在しない。 
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5.2.4 検査で陽性となった場合の処置・対応 

市場に流通した水産物について、貝毒や腸炎ビブリオ 確数が、基準値を超えると食

品衛生法第 6条違反（昭和 55 年 7月 1日，環乳第 29 号）となる。 

 

5.2.5 家庭で調理する際等の留意点 

  

5.2.5.1 アニサキス感染防止 

 新鮮なものを選び、内臓を速やかに除去する。刺身用として販売されていないもの

の生食はしない。内臓の生食はしない。目視で確認し、アニサキス幼虫を除去する

（厚生労働省 2017）。 

 

5.2.5 2 品質劣化の防止 

 新鮮なものを選び、低温管理を徹底する。購入後は、なるべく早く調理する。冷凍

品もなるべく早く消費する。 
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罰則・制裁 5 1.0
順応的管理 3 1.0 3.0

資源利用者の特定 4 1.0
漁業者組織への所属割合 5 1.0

漁業者組織の管理に対する影響力 5 1.0
漁業者組織の経営や販売に関する活動 5 1.0

自主的管理への漁業関係者の主体的参画 4 1.0

公的管理への漁業関係者の主体的参画 5 1.0
幅広い利害関係者の参画 4 1.0

       地域の持続性

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業別

重み*
スコア

小項目_重

み

中項目_評

価点

漁業収入のトレンド 5 1.0
収益率のトレンド 1 1.0

漁業関係資産のトレンド 2 1.0
収入の安定性 3 1.0

漁獲量の安定性 3 1.0
漁業者団体の財政状況 5 1.0

操業の安全性 5 1.0
地域雇用への貢献 5 1.0
労働条件の公平性 3 1.0

買受人の数 5 1.0
市場情報の入手可能性 5 1.0

貿易の機会 3 1.0
衛生管理 5 1.0
利用形態 3 1.0

労働の安全性 5 1.0
地域雇用への貢献 4 1.0
労働条件の公平性 3 1.0

製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 5 1.0
先進技術導入と普及指導活動 5 1.0

物流システム 5 1.0
自治体の財政状況 3 1.0

水産業関係者の所得水準 5 1.0
漁具漁法における地域文化の継続性 5 1.0

加工流通技術における地域文化の継続性 5 1.0

加工・流通の状況

市場の価格形成 4.3

付加価値の創出 4.0

就労状況 4.0

地域の状況

水産インフラストラクチャ 5.0

地域文化の継承 5.0

生活環境 4.0

3.0

テクニカル・コントロール

中項目

インプット・コントロール又はアウトプッ

ト・コントロール

管理施策の内容

生態系の保全施策

5.0

漁業生産の状況

 集団行動

順応的管理

漁業関係資産

3.7経営の安定性

共同管理の取り組

み

4.8

関係者の関与 4.3

中項目

4.3就労状況

2.7

管理の執行
執行の体制


